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論　壇
新たな地域医療構想について

武見太郎先生は「医療とは医学の社会的適用であ
る」と定義された．そして「医療提供側は社会（国
民や患者）が求める医療を提供しなければならない」
と述べている．その意味から，我々は医療制度に適
切に対応することが求められる．すなわち，現在進
められている新たな地域医療構想に対し，我々は真
摯に向き合わなければならない．

新たな地域医療構想においては，医療機関機能に
ついても議論されることになった．高齢社会を迎え
るにあたり，医療を提供する側として「治す医療」
を担う病院と，「治し支える医療」を担う病院の役
割分担を明確化する必要性は十分に理解できるが，
医療を受ける側の国民は病院によって役割が異なっ
ていることを理解しているであろうか．病院の役割
分担について広く国民に知っていただく取り組みが
求められる．国民が病院を受診する際，国民は「ど
のような病床機能なのか」ではなく「どのような機
能の病院（医療機関機能）なのか」を目安に病院を
選択すると想定される．従って医療機関機能は国民
にとってより分かりやすいものでなくてはならな
い．現在，医療機関機能は【急性期拠点機能】【高
齢者救急・地域急性期機能】【在宅医療等連携機能】

【専門等機能】に分類され，さらに【大都市型】【地
方都市型】【人口の少ない地域】それぞれの地域に

おける役割が提唱されている．【急性期拠点機能】は，
地域の基幹病院，あるいは三次救急として役割が求
められ，いわゆる【高度急性期】の対象となる疾患
を集約させることを意図していると思われる．集約
化が医療の質の向上につながることは明らかである
が，【地方都市型】【人口の少ない地域】において「手
術等が必要な症例については急性期拠点機能を有す
る医療機関へ搬送」させるという記載には違和感を
抱かざるを得ない．というのは，医療提供体制とし
て「集約化」とともに「均てん化」も求められ，脳
血管障害や虚血性心疾患など一刻も早く治療を開始
すべき疾患に対しては「均てん化」がより重視され
るべきであり，徒に「集約化」するべきではないと
考えている．一方，日慢協の会員病院の多くは，【在
宅医療等連携機能】【専門等機能】を担うと想定さ
れる．【在宅医療等連携機能】として訪問診療，訪
問看護と連携し，レスパイトケア目的の短期入院な
ども含めた「ときどき入院」に対応することが求め
られる．地域によっては【高齢者救急・地域急性期
機能】として高齢者救急への対応も期待されるかも
しれない．【専門等機能】として，高齢者等の中長
期にわたる入院医療への対応が挙げられているが，
一般的に【専門等機能】は，脳神経疾患，循環器疾患，
整形外科などのある診療科に特化した専門病院，そ
して回復期リハビリテーション病院などがイメージ
されるのではないだろうか．個人的には【専門等機
能】として慢性期病院（療養型）を同列に扱うこと
に違和感を抱かざるを得ない．将来的に，療養目的
の長期入院は介護医療院や施設が担う役割とされ，
療養型の慢性期病院の経営者は，これからの自院の
あり方について十分に検討することが必要かもしれ
ない．将来の我が国の人口構成，疾病構造を鑑みる
と，医療提供体制は大きく変化せざるを得ない．こ
のような状況において病院は，自分が「やりたい医
療」ではなく「地域から求められる医療」を提供す
べく，地域の中での自院が果たすべき役割を確認し，
運営していくことが求められる．

公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院
院長　美原盤
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１．はじめに

近年の繰り返す自然災害，物価高騰，人手不足な
ど，私たちの医療・介護現場では多様かつ複合的な
リスクが日常的に顕在化している．病院・施設のケ
アの第一戦では例えば転倒・転落，誤嚥，感染症，
認知症による行動心理症状などへの対応が必須であ
るし，病院にとっては地域で発生する災害，最近で
はカスタマーハラスメントへの備えなど，いずれも
高齢者の生命と尊厳のみならず，スタッフや組織そ
のものを直撃する課題である．本稿では，現場で培っ
た経験と最新のエビデンスを踏まえつつ，高齢者医
療・ケアに関するリスクマネジメントの基本的考え
方を整理し，今後に向けた取り組みの方向性を総論
的に論じる．

２．�患者・利用者を捉えた時のリスクマ
ネジメントの基本理念

（１）リスクとは何か
リスクは「好ましくない事象が発生する可能性と，

その結果の重大性の組み合わせ」である．高齢者ケ
ア領域では，①身体的脆弱性，②認知機能低下，③
社会的孤立，の三要素が相互に影響し，リスクの発
現確率とインパクトを増幅させる．リスクマネジメ
ントの目的は，それらをゼロにすることではなく，
許容可能なレベルまで低減させ，本人の尊厳と自己
決定を最大化することである．

（２）倫理的基盤
患者・利用者が尊重されることは，全てのリスク

対策に優先する価値である．過度の身体拘束や不必
要な医療化は，表面的には事故を減らしても，尊厳
を著しく損なう．従って，「予防か自由か」という

二者択一ではなく，「尊厳を守りながら安全を高め
る」両立モデルを志向する必要がある．

（３）システムとしての PDCA
個別対応に終始する現場では，同種事故が繰り返

されやすい．インシデントの集計と分析，改善策の
標準化，教育と評価を循環させる PDCA システム
こそ，組織的リスクマネジメントの基盤である．

３．現場でよくみられるリスクと対策

（１）�転倒・転落：不可避性を前提とした重大事故
ゼロ戦略

歩行の自由は生活の質そのものである，重要なの
は，「転倒ゼロ」より「骨折ゼロ，頭部外傷ゼロ」
を達成することだろう．具体策として，転倒しやす
い高齢者やバランスに支障のある患者に対して混乱
を回避して目的地までの距離を最短にする動線の視
覚提示（図１），ポジショニングのための姿勢保持
具の導入，センサー連動見守り，骨折予防のための
骨粗鬆症治療薬の併用等が挙げられる．身体拘束は
寝たきり，廃用のみならず，拘束されることからく
る不穏・興奮・大声・暴言など根本的リスクファク

高齢者医療・ケアにおけるリスクマネジメント総論
―�尊厳と安全を両立するための実践指針�―

医療法人大誠会　内田病院

理事長　田中志子

図１　�転倒しやすい高齢者やバランスに支障のある患者に対
して，混乱を回避して目的地までの距離を最短にする
動線の視覚提示

シルバーカーを使う方は
線路で案内

この押し車は
線路の上しか
走れません
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ターを増幅させるため，代替手段を組み合わせて回
避する．

（２）BPSD：行動心理症状の予防と対応
BPSD は環境要因と人的要因が複雑に絡む．生活

歴に基づくパーソナルケア，快刺激と役割付与，関
わるスタッフの言動の心地よさ，そして「一旦引い
てみるケア」による拒否への一時退避が基本である．
抗精神病薬は急性期に限り最小量を短期使用し，非
薬物療法を主軸に据える．BPSD が見られる時に無
理やりケアや医療処置を行うことで，スタッフが怪
我をしたりメンタルヘルス障害など，労災の発生も
危惧されるため，スタッフ側からのリスクマネジメ
ントとしても慎重に対応する．

（３）誤嚥・窒息：最後のワンスプーンと受容的ケア
嚥下機能は加齢と疾患で不可逆的に低下する．む

せをゼロにする方略は，口から食べる喜びを奪う．
与えられた入院・入所といった環境の中で「食べる
こと」は心身の健康に大変重要である．その際に多
職種で「どの程度のリスクを受容するか」を共有
し，個人に合わせた安全に食べられる体位調整（ポ
ジショニング），アセスメントに基づく一口量制御
や食形態の個別化でリスクを最小化しつつ，本人の
希望を尊重する．その際に，慎重になりすぎて無闇
に食事を禁じたり，付加食品ばかりに頼ることは食
事の彩りや人生の潤いを失わせる可能性があるので
熟考する必要がある．

（４）薬物療法と多剤併用
ポリファーマシーは転倒，認知機能低下，低栄養

のトリガーとなる．本当に現在の病状に必要な内服
薬，服薬数になっているかを検討する．特に独居や，
老老世帯で過ごされた高齢者が入院してくると，そ
れまで在宅でアドヒアランス不良にて内服できてい
なかった薬を定期的に取り込むことで，入院後に薬
剤性低血圧や低血糖，下痢などを起こすことがある
ので，そのような症状を見た際には一番に内服薬を
確認する必要がある．

（５）感染管理
新型コロナウイルス感染症のパンデミックは，高齢

者ケア施設が感染ハブとなる脆弱性を可視化した．今
後も起こりうる新型コロナウイルス以外の新興感染症
には，高齢者施設であっても即座にその経験を生かし
て「標準予防策の徹底」，「閉鎖的空間の換気改善」，
「早期検知システム」の導入が不可欠である．冷静に
平時から連携している医療機関と連絡を取り合い，
インフラが途切れた時の不要不急の外出制限の影
響や，施設ごと拘禁されるようなクラスター時の閉鎖
について，最小限にするメンタルケアを両立させる．

４．組織にとってのリスクと対策

（１）災害リスクと事業継続計画
地震，風水害などの自然災害や自然災害に伴う停

電やその他の電力供給の停止等は，食事や医療機器
や治療薬などなど全ての供給を直撃する．事業継続
計画（BCP）には，① 72 時間分の医薬品・食料備
蓄，②非常電源，③地域ネットワークとの相互支援
協定，の三本柱が必須である．また，介護施設にお
いても BCP が義務付けられており，日頃からの備
えと対策訓練など常に対応を PDCA サイクルで想
定しながら，形骸化させず対策しなければならない．
さらに昨今の大規模災害を考えると，感染などの医
療介護連携だけではなく，災害時にも機能する助け
合いのための地域医療介護福祉連携ネットワークな
どを，平時から構築することを考える必要がある．

（２）組織文化としてのリスクマネジメント
リスクマネジメントは，単一職種の努力では完結

しない．組織全体が「報告への賞賛」文化を持ち，
ヒヤリハットを可視化し合うことが核心である．筆
者の法人でも各病棟ごとに事故数分析を行っている
が，ヒヤリハットの多いフロアの方が大きな事故が
少ないというデータがある．報告することの安全性
と必要性を，いかに組織全体に浸透させることがで
きるかが鍵となる．経営層は，時間と人員というリ
ソースを投資し，従来の「KKD（勘，経験，度胸）」
に頼る方法から，客観的なデータを根拠とした判断
へとシフトして改善を後押しする必要がある．
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５．今後への取り組み

（１）�デジタルトランスフォーメーション（DX）の
活用

各種センサー，ウェアラブルデバイス，AI 解析は，
たとえば転倒予測やバイタル異常検知のリアルタイ
ム化を可能にする．令和６年には介護報酬でもテク
ノロジー導入による夜間人員配置基準の緩和，テク
ノロジー（例：見守りセンサーや IoT 機器）を導入
している施設では，夜間の人員配置基準が緩和され
る通知が発出された（図２）．これにより，科学的
根拠やデータに基づいた見守りやケアが進みやすく
なった．さらに，これらの DX 化により，スタッフ
の負担軽減や生産性の向上が期待され，人手不足の
現場の働き手を守るという意味でも十分なリスクマ
ネジメントにつながると思われる．今後も科学的介
護データの相互運用性を担保しつつ，プライバシー
保護を両立させる仕組みが求められる．

（２）カスタマーハラスメント（カスハラ）対策
カスタマーハラスメントとは利用者や家族・取引

先などが職員に対して，妥当性を欠く手段・態様で
過度な要求や暴言・威圧行為を行い，就業環境を著
しく害する迷惑行為である．病院や高齢者施設では

「患者・家族」「入所者・家族」からの言動が中心と
されている．実際に厚生労働省をはじめ各自治体や，
日本医師会などから相次いでカスハラに関する研修
が発出されている．大切なスタッフや組織を守るた
めにも，カスタマーハラスメントという比較的新し
い概念を理解し，顧客と共有しお互いの信頼を損な
うことなく，誰もが傷つくことがないようにしてい
かなければならない．

（３）人材育成とアカデミックキャリアパス
リスクマネジメント専門資格の標準化とキャリアパ

ス整備は，高齢者ケアの質向上と労働環境改善の両
立に資する．e-ラーニングとシミュレーション教育を組
み合わせた生涯教育やリスキリングが有効である．

図２−１　令和６年度介護報酬改定における改定事項について
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図２−２　令和６年度介護報酬改定における改定事項について

図２−３　令和６年度介護報酬改定における改定事項について

JMC161 号■ 52025  October

特集　慢性期医療のリスクマネジメントと今後の方向性



（４）地域包括ケアと市民参加
医療，介護，行政，ボランティアが相互に補完す

るネットワークは，リスク分散装置として機能する．
市民講座や家族会を通じて，ケアの現場と地域住民
が同じ知識と認識を共有することが，最終的なセー
フティネットとなる．

６．おわりに

高齢者医療・ケアにおけるリスクマネジメントは，
単なる事故防止策ではなく，人生の最終章を彩るケ
アの質を担保する営みである．PDCA サイクルに基
づく組織的アプローチと，尊厳を中心に据えた倫理

的視座を車輪の両軸として，我々は「安全で，しか
も生きる喜びに満ちた」ケアを実現しなければなら
ない．合わせて職員や組織を守り，ひいてはその地
域を守ることが肝要であろう．本稿が，各現場にお
ける実践と研究の深化を促し，次世代のリスクマネ
ジメント文化形成への一助となれば幸いである．

【参考資料】
１）�令和6年度介護報酬改定における改定事項につい

てp114-117，https://www.mhlw.go.jp/content/�
12300000/001230329.pdf#page=1

図２−４　令和６年度介護報酬改定における改定事項について
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当院は，地域包括ケア病棟 50 床を含む 281 床
の慢性期医療を中心とした病院である．地域包括ケ
ア病棟には，当院の認知症外来に通院されている患
者の入院が多い．患者の BPSD が悪化してご家族の
負担が重くなると，一時的に入院して治療する．行
動チェック表で BPSD の傾向を分析し，内服のコン
トロールや生活リズムの調整などを行い，在宅での
生活に戻れるようにサポートしている．ここではい
くつかの症例から，認知症に対するマネジメントを
学んでいただきたい．

１．やすお�じいちゃん物語

皆さんは『やすお�じいちゃん物語』（図１）を見
たことはあるだろうか？�ご家族も医療従事者も認
知症に関わる全ての方に一回は見ていただきたいと
思うスライドである．

このスライドは「その１」では，家族に冷たくさ
れ怒られてばかりのやすおじいちゃんが描かれてい
る．半年後のやすおじいちゃんは，家族を敵だと思
い暴力を振るうようになり，こんな家に居たくない

と家を出て徘徊するようになってしまう．「その２」
では，反対に家族に優しくされ愛されているやすお
じいちゃんが描かれている．半年後のやすおじい
ちゃんは，物忘れは少しすすんでも，穏やかに愛す
る家族に囲まれて幸せに過ごしていた．

このスライドで注目してもらいたいことは，「そ
の１」と「その２」でやすおじいちゃんは，なにも
変わっていないということである．１でも２でもや
すおじいちゃんは同じ物忘れがあり「わしの万年筆
どこじゃ？」と言っているので，中核症状がよくなっ
たということはないのである．違いは何かといえば，
家族が突き放すのか，一緒に探してあげるのか，の
違いである．その違いによって，やすおじいちゃん
の様子が全く変わってくるというところが大事な点
である．周りの対応次第で BPSD を起こすこともで
きるし，BPSD を起こさないようにもできるという
ことである．

BPSD は，「Behavioral�and�Psychological�Symptoms�
of�Dementia」の頭文字をとったもので，日本語で
は「認知症の行動・心理症状」と訳される．代表的
な症状として表１のようなものがあげられるが，患
者の人生が様々であるように，BPSD も多種多様で
ある．周りの人が対応に困る周辺症状（BPSD）に
は必ず本人にとっての意味がある．それについて症
例も交えながらひとつひとつ紹介していく．

図1　やすお�じいちゃん物語
出典：岩手医科大学神経内科・老年科　高橋�智
https://yuki-enishi.com/ninchi/ninchi-02.pdf

認知症に対するリスクマネジメント
～現場の認知症症例から～

医療法人社団富家会　富家病院

看護部長　井口朋子

周辺症状（BPSD）

抑うつ 不安 攻撃的行動

幻覚 徘徊 睡眠障害

過食 放尿 帰宅願望

被害妄想 物盗られ妄想　などなど

表１　認知症のおもな周辺症状
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２．徘徊

徘徊したくて徘徊している人はいない．様々な理
由によって歩き回ることになる．徘徊に込められた

「歩き回る意味」を考えることが大事になってくる．
（図２）

Ａさん：家事をしている
専業主婦だったＡさんは，亡くなった旦那さんの

ために食事をつくろうと買い物に出かけたが，道が
わからなくなってしまった．徘徊をしているわけで
はなく，買い物がしたいということである．

Ｂさん：仕事をしている
Ｂさんは，元警備員．当時の仕事のころの習慣で，

見回りや巡回をしていただけである．

ここまで「徘徊」について話してきたが，徘徊と
いう言葉遣いに違和感を感じた人はいないだろう
か．辞書（Oxford�Languages）によると，徘徊とは「あ
てもなく歩き回ること．うろうろと歩き回ること．」
と定義されている．前述の２症例から見ても認知症
の徘徊は「あてもなく」ではない．しっかりとした
目的があるわけだから，最近では，徘徊ではなく「独
り歩き」や「道迷い」という言葉を使うことが増え
てきた．

認知症の正しい理解のためにはとてもよいことだ
と思う．

ここからは，富家病院で経験したもの忘れ外来で
の症例を３つ紹介する．

症例１『旦那が浮気するんです！』（図３・４）

ある夏の日にアポなしで来院した「ひろ子さん」
旦那さんの浮気を疑い，問い詰めても，ひろ子の頭
がおかしい，病院で見てもらえと言われてしまう．
ひろ子さんは，認知症ではないことを証明するため
に来院した．検査をすると軽度の認知機能低下．家
族から話を聞こうと思っても，ひろ子さんから聞い
た電話番号はつながらない．すると２日後，病院の
領収書を見た旦那さんから妻の妄想がひどくて困っ
ていると電話が来た．ひろ子さんはレビー小体型認
知症という診断となった．認知機能低下に伴う漠然
とした不安から起きる浮気妄想は，認知症では初期
によく出現する．「ずっとひろ子と一緒にいたい．
死んだら同じ墓に入ってくれ」という旦那さんの言
葉で，ひろ子さんの浮気妄想は沈静化した．極端な
ことを言うとこんな浮気妄想は究極の「愛」の形な
のかと思ったりする．

夫を愛するがゆえに一番失いたくないという想い
から妄想の愛人が生まれて，その妄想の愛人を旦那
さんの愛が打ち消したという素敵なラブストーリー

図３　旦那が浮気するんです！①（作画　室崎ランコ）

図４　旦那が浮気するんです！②（作画　室崎ランコ）

図２　徘徊に込められた意味
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であった．この奥さんは妄想の愛人が消失した３か
月後に外来通院が終診となって病院に来なくなっ
た．最近になって「ご様子を伺いたい」と言って２
年ぶりくらいに来てもらったが，変わらず仲睦まじ
い姿を見せてもらった．

症例２『�あなたは誰ですか？私は実家に帰ります』
（図５・６）

82 歳のケンジさん，認知症で奥さん（マサコさん）
のことを妹や昔の同僚と誤認し，家から荷物を抱え
て出て行ってしまう．その度マサコさんは追いかけ
るが，「わたしは実家に帰ります．あなたは誰です
か？」と言われてしまい，自分を忘れてしまったと
思い悲しくてしかたない．ある日「二人で一緒に建
てた家まで忘れるなんて」とマサコさんがつぶやく
と，ピタッと振り返り「そうだったね」と家に戻っ
た．それから，この言葉を言うようになってからは
出ていくのをやめてくれている．

この二人にとってマイホームは愛の結晶だった．
夫を愛してやまないが上に見つけ出した魔法の言葉
であり，「愛」が BPSD を乗り越えた症例だと思う．

症例３『�このひとにまかせておけば大丈夫なんだ』
（図７・８）

78 歳タイチさん，認知症で重度の短期記憶障害
がある方のエピソード．自分がいま何をしにここに
いるのか忘れてしまい．何度も奥さんに尋ねている．
奥さんはそのたびに「何回だって聞いていいのよ」
と優しく答えてくれている．認知症になると自分が
何を言ったかすら忘れてしまうため，さっき同じこ
とを言ったかもと不安になり，言いたいことがあっ
ても言えなくなってしまう．タイチさんは BPSD が
あってもおかしくはない障害だが，奥さんの愛のあ
る対応で，とでも穏やかに夫婦で生活することがで
きている．

最後の症例は，苔の蒸すまで重ねてきた愛は認知
症になっても損なうことがないのだなということを
教えてくれた症例だった．

もの忘れ外来を始めて気づいたことは，認知症とい
うのは「愛」の病気であり，そして最近では認知症
が「愛」そのものではないかとさえ思うようになった．

図５　あなたは誰ですか？①（作画　室崎ランコ）

図８　�このひとにまかせておけば大丈夫なんだ②（作画　室
崎ランコ）

図６　あなたは誰ですか？②（作画　室崎ランコ）

図７　�このひとにまかせておけば大丈夫なんだ①（作画　室
崎ランコ）
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病気としては，すごく素敵な病気かなと思っている．
ここまでいくつかの症例を通して認知症患者のこ

とを知ってもらった．ここからは，認知症患者のケ
アをしていく上で，具体的にどのようなことに気を
付けていけばよいかを考えていきたいと思う．

３．不適切な環境やケア

不適切な環境やケアというものが，認知症の問題
行動を誘発したり，増悪させたりすると言われている．

◆不適切な環境
暑い・寒い・うるさい・暗い・広すぎる・不適切な
対応をする介護者

◆不適切なケア
認知症の方の不安を煽るケア
悪性の社会心理

騙す ･ 出来ることをさせない ･ 子供扱い ･ 脅かす
･ レッテルを貼る ･ 汚名を着せる ･ 急がせる ･ 主観
的現実を認めない ･ 仲間はずれ ･ モノ扱い ･ 無視す
る ･ 無理強い ･ 放っておく ･ 非難する ･ 中断する ･
からかう ･ 軽蔑する

自分がされて嫌なことは認知症の方も当然嫌であ
る．上記のような不適切な環境におかれたり，不適
切なケアを受けると，問題行動となって噴出してくる．

４．BPSDの対応

◇�まず第一は身体疾患のチェックと治療（脳血管障
害，感染症，脱水，便秘，疼痛など）

◇次に，薬物の副作用や急激な中断の確認
◇そして，不適切な環境やケアのチェックと改善
◇さらに，薬物治療の実施

薬物療法と非薬物治療の割合でいうと，薬物療法，
薬の力は認知症治療の１割にも満たないのではない
かと思う．それほど非薬物治療，患者対応というの
が大事なのである．環境が整わない中，ケアが整わ
ない中，薬をいくら出しても効果は得られない．整
えた環境，整えたケアの上に薬物療法の効果が出て
くる．

５．BPSDのケア（まとめ）

これまでの症例で，周辺症状には何らかのわけが
あるということが分かったと思う．

BPSD が起こった時は，まず，隠れたメッセージ
に耳をすまし，身体症状，孤独 ･ 不安，睡眠覚醒リ
ズムの乱れや，不適切な環境 ･ ケアが存在しないか，
それを整えることが大事である．身体状況・服薬状
況の精査から始まり，職歴や生活歴・心理状況を考
慮に入れた適切な対応を実施していくことを考えて
いただきたい．

６．魔法の言葉，『愛・メッセージ』

物忘れ外来をしていて，デイサービスを拒否する
人がとても多いことに悩んでいた．

在宅の認知症患者にとってデイサービスは認知症
進行予防のリハビリプログラムがあって，社会性の
再獲得が行われて，レスパイトケアにもつながると
いう良いことづくめの介護サービスである．ぜひ
通っていただきたく，悩んで悩んで私たちは，魔法
の言葉をみつけた．この言葉を家族に伝えて，これ
を，家族が言ってくれるとデイの拒否があった方々
がみんな行ってくれるようになった．それが，あい
メッセージである．

２つのカッコのなかに入る「同じ言葉」はなんだ
ろうか？

①�デイに行かないと　（　　　　）寝たきりになっ
ちゃうよ

②（　　　　）認知症にならないために

ここに（あなたが）をいれると，例えば

①�デイに行かないと（あなたが）寝たきりになっちゃ
うよ

②（あなたが）認知症にならないためにデイに行こう

というとほとんどの人が断るが，（わたし）を入れ
た文に変えると
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①（わたし）がデイに行ってくれたら嬉しい
②（わたし）のためにデイに行ってください

この言葉を家族が唱えてくれるとほとんどの人が
行ってくれるようになった．

ポイントは，主語を「YOU」ではなくて「� I�」にす
ること．家族にお願いするとなかなか難しい顔をさ
れるが，「お母さんがデイに行ってくれると，いつま
でも元気でいてくれるから，すごく嬉しい」と子供に
言ってもらえた患者は，100％デイに喜んで行ってく
れるようになった．はじめだけでなく，デイから帰っ
てくるたびに「今日も行ってくれたの！�嬉しい！�あり
がとうお父さん」と息子が言ってくれると，行きしぶ
りもなくなって，続けて行ってくれるようになる．

それが愛・メッセージである．ぜひ皆さんにも使っ
てみて欲しい．

７．せん妄

意識の障害，「意識水準の低下」「見当識障害」を
せん妄という言葉でくくっている．

症状としては，記銘力障害，不安，抑うつ，怒り，
恐怖，幻覚，興奮，意欲低下，妄想などがあげられ，
せん妄でも認知症でも同じような症状が出でる．

８．せん妄の発症

もともとの高齢，認知症，脳の気質的疾患，脳卒
中などという準備因子がある中で，睡眠障害，身体
拘束，ベッドに無理やり寝かせられる状況などの誘
発因子，さらに感染症や脱水など身体的な疾患，薬
物などによる直接因子が加わるとせん妄を引き起こ
す．したがって救急病院などはせん妄が起きやすい
環境と言える．

９．せん妄と認知症の臨床的特徴

例えば，せん妄は入院してきた次の日に発症し，
特に夜間や夕方に悪化する傾向にある．認知症は初
発症状としては記憶力の低下があるが，せん妄は錯
覚･幻覚･妄想･興奮という，いきなり周辺症状のよ
うな症状から発症する．持続というところでは，対応
によっては数時間でせん妄は落ち着くこともある．不

可逆的ではなく可逆的に知的能力が戻ったりもする．
身体疾患はあることが多く，環境に左右されやす

いというのがせん妄の特徴である．（表２）

10．せん妄の治療および対応

直接因子に対して�⇒�全身状態の安定
・水分や電解質などの保持，基礎疾患の治療
・原因となった薬物の特定，減量・中止

誘発因子に対して�⇒�環境調整
・睡眠－覚醒パターンの改善
・過剰刺激や感覚遮断の改善
・身体拘束や体動制限の改善

腰痛などの痛みによってせん妄状態に陥ってしま
うこともあるので，薬によって痛みをとってあげる
ことも重要である．心身に与えるストレスをできる
かぎり取ってあげることが対応の基本である．

鎮静目的での薬の過剰投与は逆効果と言われてい
る．過鎮静からの断薬で，せん妄増悪し更に過鎮静
を繰り返すことで全身状態が悪化するという負のス
パイラルに陥る．

できる限り少量の向精神薬で対応するのが良いと
されている．

11．せん妄の対応（まとめ）

・�認知症高齢者はせん妄を起こしやすいことを念頭
に置く

・まずは身体的要因に目を向ける
・チーム内の共通理解と統一された対応が不可欠

表２　せん妄と認知症の臨床的特徴
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12．�身体拘束なく認知症患者に安全に
療養してもらう工夫

◆チームで取り組む
医師，看護師，介護士，臨床心理士，リハビリ，

MSW などがチームを組み，行動チェックリストか
らリスクのある時間などを抽出し対策を考える．尿
意，便意を訴えることはできず，ナースコールせず
に歩きだしてしまうので，本人は嫌がっていたが離
床センサーを使っていた．転倒せずに対応できた箇
所を青枠，転倒や失禁などあった対応をオレンジの
枠としている（図９）．この行動チェックリストを
もとにチームで検討し，この患者用のプログラムを
作成した（図 10）．

離床センサーが鳴るのは排泄前だけだということ
が分かったため，リハビリと分担してトイレ誘導を
行うことで，日中の離床センサーを外すことに成功
し，患者の希望に沿うことが出来た．

◆特定看護師を活用する
当院では特定看護師８名が常時専用スマホを持っ

て対応している．認知機能の低下が原因で行うおも
な特定行為は，次の４つである．
・気管カニューレの交換

・抗精神病薬の臨時の投与
・中心静脈カテーテルの抜去
・末梢留置型中心静脈カテーテルの挿入

　
事前に予測して手順書を出して，特定看護師勤務

表を各部署に配布しておくことで，急なアクシデン
トを恐れて抑制や過鎮静に逃げることなく，患者の
ADL と QOL を保ちつつ落ち着いて対応ができる．

◆医療行為を減らす・見えなくする
認知症患者への苦痛を伴う医療行為はせん妄・

BPSD を招く．主治医と検討して医療行為を最小限
にする．鼻の管や末梢点滴は，経口や胃瘻，高カロ
リー輸液などを検討する．点滴は本当に 24 時間持
続でないといけないのか考え，日中だけ，もしくは
夜間だけにするなど工夫する．点滴や酸素チューブ，
モニターなどの管が見えると誰でも外したくなる．洋
服を通したり，背中に回して見えないように工夫する．

◆希望を叶える・代替え案を試す
ちょっとでいいからビールが飲みたい．おやつ，ア
イスないの？

入院中だからと言ってすべてを制限する必要はな
いと思う．ビールやおやつを我慢して寿命が１年延
びたとしても嬉しくない人も多い．誕生日に，お祝
いに，ちょっとだけでいいから．いつ何が欲しくな
るか分からないので，病棟ではいつでもおやつやア
イスを用意している．また，おちょこで水を飲むこ
とで，雰囲気を味わっていつもよりたくさん飲んで
くれるかたもいる．

バス停はどこですか？と聞かれる職員が多かった
ので，病棟にバス停を作った．患者と職員がよくこ
こに座ってお話ししている．

13．最後に

ここまでの話でよく分かるように，失われた認知
機能を取り戻すことは出来ないが，周りの人が困る
BPSD は，周囲の人の対応や環境を整えていくこと
で沈静化し消失してくる．そう考えると認知症はな
おすものではなくよりそうものでないかと考える．

図９　行動チェックリスト①

図10　行動チェックリスト②
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１．はじめに

日本は世界でも類を見ないスピードで超高齢社会
へと突入し，慢性期医療が担う役割はますます大きく
なっている．慢性期医療は，長期にわたる治療，介護が
必要な高齢者を中心に提供される医療であり，その特
性上，感染症管理は最重要課題の一つである．特に，
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行
は，病院や施設の重要性を改めて社会に認識させた
だけではなく，感染管理体制の弱点や課題を明確にし
た．本稿では慢性期医療施設における感染症リスクの
特徴，対策の現状，そして将来的な方向性を詳細に検
討し，今後の取り組みに資する提言を行う．

２．慢性期医療における感染リスクの背景

慢性期医療病院，施設の感染リスクを理解するた
めには，病院や患者の特性，スタッフの体制を包括的
に評価する必要がある．病院では，中・長期入院患者
も多く，病棟内においては空間の共有を余儀なくされ
る場面が頻繁にある．患者の特性としては，高齢であ
ることに加え，多くの慢性疾患を抱え，免疫機能が低
下している場合もあり，感染に対する抵抗力が弱い．
さらに認知機能低下の患者の場合，マスク着用や手指
消毒などの基本的な感染予防措置の徹底が難しい
状況が多々ある．スタッフ側でも，人員不足や交代勤
務による情報伝達の困難さがリスクを高めている．

３．�高齢者ケアにおける感染症対策の
複雑性

慢性期病院で治療をうける高齢者は，感染症に対
する感受性が高いだけでなく，ADL（日常生活動作）
の支援が必要なために看護，ケアの際に職員との接
触が不可避である．特に，食事介助や排泄介助，体
位交換などのケア場面では，飛沫や接触による感染
のリスクが高まる．また，リハビリテーションスタッ

フや院外からのケアマネジャー等のスタッフなど多職
種との接触，家族，友人などが，施設内の集団感
染の端緒となる場合もある．感染管理はこうしたケ
アの質や患者の精神面とバランスを取る必要がある．

４．感染症の種類別リスクと対策の違い

慢性期病院では，ウイルス性の感染症（インフル
エンザ，ノロウイルス，新型コロナウイルスなど）と，
細菌性の感染症（MRSA，肺炎球菌感染症など）の
両方が脅威となる．例えばインフルエンザは短期間
で集団感染を引き起こすため，ワクチン接種と職員
の健康管理が重要である．ノロウイルスは非常に感
染力が強く，嘔吐物や排泄物への対応訓練と施設内
消毒の徹底が必要である．一方，MRSA などの耐性
菌は環境中に長く残存するため，隔離対応や接触感
染予防策が求められる．

５．�実践事例：ある慢性期病院における
クラスター対応

2023 年冬，ある地方の慢性期病院でノロウイル
スによる集団感染が発生した．初発患者の症状が夜
勤帯に発生したため，初動が遅れ，翌朝には複数の
患者に嘔吐や下痢が見られた．施設では直ちに感染
管理チームが介入し，感染区域を閉鎖，PPE 着用
の徹底，清掃業務の外部委託による徹底消毒を行っ
た．また，病棟のスタッフシフトを変更し，非感染
区域と感染区域で職員の交差勤務を避けるよう対応
した．結果として，３日間で感染拡大を収束させる
ことができた．この経験からは，初期対応の速さと，
訓練された感染管理体制の重要性が明らかとなった．

６．�ICT・AI の活用による感染対策の高
度化

近年では，センサーによる手指消毒記録や，バイ
タルサインを自動測定する非接触モニタリング機器の

慢性期医療における感染症のリスクマネジメントと今後の方向性
医療法人社団和風会　千里リハビリテーション病院

理事長　橋本康子
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導入が進んでいる．これにより，職員の作業負担を軽
減しつつ，感染の兆候を早期に把握することが可能
となっている．また，シフト管理や面会者記録のデ
ジタル化により，感染時の接触者トレースが迅速化
している．AI による異常値の検知や職員の PPE 着
脱記録の解析なども試験導入されつつあり，感染管
理の質を技術で補完する時代が到来しつつある．

７．家族・地域・行政との連携強化

感染症対応は施設単独では限界がある．面会制限
時の代替手段としてオンライン面会システムを導入
するだけでなく，地域包括ケア会議等を通じて，保
健所，行政，在宅医療機関との情報共有体制を日頃
から構築しておくことが重要である．また，災害時
における備蓄共有や職員派遣協定の締結など，平時
からの連携構築が感染症パンデミック時に役立つ．

８．制度的課題と今後の提言

慢性期医療施設においては，感染対策加算や設備
補助制度を拡充し，感染対策を「コスト」ではなく

「投資」として位置づける政策が必要である．さらに，
感染対策に精通した看護師・薬剤師・事務職員の育
成プログラムを公的に支援し，施設間の格差を是正
する仕組みづくりも急務である．

９．研修と人材育成の強化

慢性期医療施設において感染症リスクに対応する
には，専門的な知識と判断力を持つ人材の育成が
欠かせない．感染管理認定看護師や感染制御医師

（ICD）の配置は理想であるが，すべての施設で可
能ではないため，段階的な教育体制の整備が必要で
ある．まず，施設全体として標準予防策や感染時対
応マニュアルの定期的な見直しを行い，全職員がそ
の内容を共有することが重要である．また，年１回
以上の全体研修に加え，現場で実施可能なミニレク
チャーや OJT（On�the�Job�Training）を定着させる
ことで，知識と実践の乖離をなくす努力が求められ
る．

さらに，行政主導で小規模施設を対象とした集合
研修の機会を提供することで，施設間格差を是正し，

地域全体の感染症対応能力を底上げする取り組みが
期待される．

10．多職種連携と感染症制御の現場力

慢性期医療において感染症管理を効果的に行うた
めには，看護師や医師のみならず，介護職員，リハ
ビリスタッフ，栄養士，薬剤師，事務職員など多様
な職種が有機的に連携する必要がある．たとえば，
リハビリスタッフが患者の咳嗽反応や嚥下能力の低
下に気づき，早期の感染徴候として報告することで，
予防的対応が可能になる．また，清掃スタッフが環
境の異変を把握し，感染管理チームに迅速に伝える
ことも感染拡大防止に資する．感染症対策を全職員
の「自分ごと」として捉え，施設全体で意識の共有
を図るためには，日常的な声かけや朝礼での短時間
教育など，職種横断的な工夫が求められる．

11．�地域ネットワークと慢性期施設のハ
ブ機能

感染症対応において，慢性期医療病院は地域医療
ネットワークの中核としての役割を果たすことが期
待されている．急性期病院が逼迫した際には，病状
が安定した患者を受け入れる「後方支援病院」とし
て機能し，逆にクラスター発生時には地域の支援体
制のもとで患者移送や看護支援を受ける立場にもな
る．さらに，地域包括ケアシステムにおける一機関
として，訪問診療，訪問看護，在宅療養支援診療所
等との情報共有や，リスクの高い高齢者の見守り活
動への参加が今後求められる．

12．�パンデミック下における物資・物流
の課題

COVID-19 初期には，マスクや手袋，ガウン，消
毒薬などの医療物資が深刻に不足した．特に慢性期
病院・施設は供給の優先順位が低く，感染リスクが
高いにもかかわらず PPE の確保が困難となった事
例が多数あった．こうした状況から学び，今後は行
政主導の「地域物資供給拠点」の設置や，平時から
の備蓄・共同購入スキームの整備が求められる．ま
た，施設間で相互に物資を融通し合うネットワーク
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や，感染流行時に特化したロジスティクスの確立も
喫緊の課題である．

13．面会制限による心理的・倫理的課題

感染拡大防止の観点から面会制限が長期化したこ
とは，患者本人と家族の精神的苦痛を増大させた．
とりわけ，中・長期入院患者においては家族との面
会が入院生活の安定と精神的支えに直結しており，
面会制限により行動障害やうつ状態が悪化する例も
報告されている．今後は，感染状況に応じた段階的
な面会制限指針を策定し，ICT 機器を活用したオン
ライン面会や窓越し面会など，柔軟な代替手段を確
保する必要がある．また，終末期における家族との
面会をどこまで認めるかについては，施設倫理委員
会等で事前に方針を定め，職員間の統一した対応が
とれる体制を整えておくことが望ましい．

14．�慢性期医療における患者・家族の
役割と意識向上

感染症対策は医療従事者や施設職員のみならず，
患者本人やその家族の理解と協力があって初めて成
功するものである．たとえば，手指衛生や面会時の
マスク着用，体調不良時の訪問自粛など，ごく基本
的な行動が感染拡大防止において極めて大きな役割
を果たす．平時にこそ，患者および家族向けに感染
対策に関する説明会やパンフレットの配布を行い，
行動の意味を理解してもらう啓発活動が必要である．

また，患者本人の QOL（生活の質）を尊重しな
がら，感染対策とのバランスをとるための意思決定
支援も重要である．たとえば，終末期の患者に対し
て厳格な感染対策を適用するかどうかは，本人や家
族の意向，ケアの内容，感染状況などを総合的に判
断して決めるべきであり，画一的な対応ではなく，
柔軟な姿勢が求められる．

15．おわりに

感染症に強い慢性期医療病院・施設を構築するに
は，現場の工夫とともに，制度的・地域的な支援が
不可欠である．今後も「寝たきりをつくらない」「生
活機能を維持する」慢性期医療の本質を守るために

は，感染症への備えを医療の柱の一つと位置づけ，
常にアップデートし続ける姿勢が求められる．慢性
期医療の現場から発信する現実的な提案と実践が，
社会全体の医療安全を支える礎となるであろう．

16．現場での対応

感染管理者としての日々の取り組み
院内感染管理者（専任）は，院長の指名を受け，

院内感染防止対策室に所属する感染管理認定看護師
として，以下の活動を中心に日々感染対策に取り組
んでいる．

・�感染制御チーム（ICT）の運営：院内感染防止対
策委員会（ICC）で決定された方針に基づき，感
染防止対策を企画・改善する司令塔として活動．

・�サーベイランス活動：微生物サーベイランスによ
る院内感染発生状況の把握や，カテーテル関連尿
路感染症（CAUTI）の監視を実施．週１回の「感染
情報レポート」を作成し，各部署に周知している．

・�アウトブレイク対応：異常発生時には迅速な原因
究明と改善策の立案を行い，早期収束を目指す．

・�実施状況調査と評価：手指消毒剤の発注量調査
などを通じて，対策の実効性を評価．ICT会議で
フィードバックを行い，遵守率向上を図る．

・�ICTラウンド：週１回の各部署巡回により，隔離
環境の確認や現場指導を実施．

・�コンサルテーション対応：感染症治療や防止策に
関する相談を受け付け，必要に応じてICDや院長
と連携．

・�抗菌薬適正使用：微生物分離状況や薬剤感受性成
績に基づき，抗菌薬の適正使用を推進．

・�職員教育：e-ラーニングや新入職者オリエンテー
ション，PPE訓練など，多様な教育手段で感染対
策意識を高める．

・�マニュアル・ガイドライン整備：最新知見に基づ
きマニュアルを改訂し，院内全体で共有．

・�地域・保健所との連携：地域ネットワークを活用
し，セミナーや情報交換を通じて最新情報を収
集・活用．
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これらの取り組みは，慢性期医療病院，施設にお
ける感染対策を確実に実行するための現場力を高め
るものであり，感染症リスクマネジメントを支える
基盤となっている．

感染症の基本知識
（１）感染対策に必要なこと
【院長，施設長，管理者】
・�高齢者の特性，病院・施設の特性，施設における

感染症の特徴の理解が必要
・�感染対策に対する正しい知識の習得（予防・発生

時の対応）
・�院内活動の着実な実施（感染症対策委員会の設

置，指針とマニュアルの策定，職員などを対象と
した研修の実施，設備・薬剤・物品整備など）

・�関係機関との連携の推進（情報収集，発生時の行
政家の届出など）

・�患者・入居者の感染発生状況の把握と的確な対応
・�職員の労務管理（職員の健康管理，職員罹患時の

人的環境の整備など）

（２）感染成立の３要因
感染は，病原体（感染源），感染経路，宿主の３

要因があって成立する．そのため，感染対策の柱と
して次の３つがあげられる．
①病原体（感染源）の排除
②感染経路の遮断
③宿主抵抗力の向上

（３）病原体（感染源）の排除
感染症の原因となる微生物（細菌・ウイルスなど）

を含んでいるものを病原体（感染源）と言い，次の
ものが病原体（感染源）となる可能性がある．
①�嘔吐物，排泄物（便・尿など），創傷皮膚，粘膜

など
②血液，体液，分泌物（喀痰・膿など）
③使用した器具・器材（注射針・ガーゼ・手袋など）
④上記に触れた手指

（４）感染経路の遮断
感染経路には，接触感染，飛沫感染，空気感染，

および血液媒介感染等がある（表１）．感染経路を
遮断するためには次の３つがあげられる（図１）．
①病原体を持ち込まないこと
②病原体を持ち出さないこと
③病原体を広げないこと

【病院・施設】

表１　主な感染経路と原因微生物
出所：�厚生労働省�老人保健事業推進費等補助金「高齢者介護施設

における感染対策マニュアル�改訂版」4 ページ

図１　病院・施設における感染対策
出所：�厚生労働省�老人保健事業推進費等補助金「高齢者介護施設

における感染対策マニュアル�改訂版」5 ページ
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１．超高齢社会の薬剤リスク

日本の急速な人口減少，少子化超高齢社会は，医
療提供体制に大きな変革を求めている．特に，多疾病
が併存するmultimorbidity1）の高齢患者が多数を占
める包括期，慢性期の医療現場では，薬物療法にお
けるリスクが複雑化している．ポリファーマシーは有
害事象を引き起こしやすく２），嚥下機能や認知機能
の低下により，誤嚥や服薬アドヒアランスの低下が常
態化している．入退院時の情報連携の不足や，医療
従事者側のヒューマンエラーも薬剤リスクを増大させ
る．これらの新たなリスクに対応するためには，単なる
投薬ミスの防止だけでなく，より包括的かつ継続的
な薬剤リスクマネジメントの構築が不可欠である．

２．�芳珠記念病院の概要と医療安全リ
スク管理

（１）芳珠記念病院の概要
人口約５万人の石川県能美市にある医療法人社団

和楽仁芳珠記念病院は，許可病床数 183 床の一般
病院であり，DPC 対象病院と在宅療養支援病院を
届け出ている．急性期一般病床１：66 床，地域包
括ケア病棟入院料１：45 床，回復期リハビリテー
ション病棟入院料１：42 床（内　地域包括ケア入
院医療管理料１：24 床），障害者病棟 10 対１：30
床からなり，2025 年３月から訪問診療も届け出た．
同法人内に健診センター，介護医療院Ⅰ�60 床，訪
問看護ステーション，居宅介護支援事業所等を，併
設の社会福祉法人陽翠水内に介護老人保健施設，通
所リハビリテーション，訪問介護，幼老障の共生
型福祉施設等のサービスを提供している．年間約
900 件の救急搬送を受け入れ，約 250 件の全身麻
酔手術や約 400 件の化学療法等も行う２次救急指
定病院として，包括期から在宅まで「ときどき入院
ほぼ在宅」の価値観で支えている．

（２）薬剤部の概要
薬剤部は薬剤師 11 名（常勤 10 名）と薬剤部助

手３名で構成される．薬剤師は，調剤や医薬品情報
業務，外来業務等を実施している他，急性期病棟（急
性期一般病棟），慢性期病棟（急性期一般以外の病
棟），化学療法等（外来化学療法センター，介護医
療院）の３つのチーム制で業務を分担している．専
門資格を持つ薬剤師が在籍しており，糖尿病療養指
導士２名，NST（栄養サポートチーム）関連４名，
がん治療関連２名，終末期ケア関連１名等，多岐に
渡り活躍している．

薬剤師の役割は，従来の「薬中心の業務」から，
患者情報の共有や服薬指導，処方提案といった「患
者中心の業務」へと進化し，薬が安全に患者に届く
体制を整えている．

（３）医療安全リスク管理の全体像
当院は「モットー和楽仁：仲よく楽しく�人と社

会を健康に」を掲げ，これを職員の行動に浸透させ
るように努めている．当院の医療安全リスク管理は，
患者安全推進と病院リスク管理を両立させることに
ある．基本的に，前者は「生命を守る」という使命
に，後者は「人間はミスを犯す」という現実的な考
えに，基づいている．院長のリーダーシップのもと，
医療安全リスク管理会議と医療安全リスク管理室が
設置され，安全基盤を構築している．インシデント・
アクシデント報告制度を活用して院内で情報を共有
し，職員一人ひとりが自律して患者安全推進と病院
リスク管理を担う体制を目指している．2025 年７
月の総報告件数は 89 件であり，薬剤に関する内容
が 35 件（レベル０～２）と最も多かった．薬剤関
連は，報告を奨励しているので報告数は多いが，レ
ベル３以上の重篤な事案はなかった．

芳珠記念病院における薬剤のリスクマネジメントと今後の方向性
医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院

理事長 仲井培雄　薬剤部長 森 光恵　医療企画部課長 西田 径
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３．�芳珠記念病院の薬剤リスクマネジメント

（１）多職種協働の文化
当院は，多職種協働の文化を醸成し，チーム医療

を推進している．これは，複雑化する医療と薬剤リ
スクの増大（多剤併用や化学療法等）に対応するた
めで，薬剤師は，医師，歯科医師，看護師をはじめ
とする多職種の専門家と連携し，患者の病態や生活
背景に応じた「薬学的管理」を実践している．

薬剤師の具体的な役割は，感染対策チーム（ICT）
や抗菌薬適正使用支援チーム（AST）に参画して，
感染症の拡大と薬剤耐性菌の増加を防ぐための適正
な薬剤選択と投与期間を推奨している．広域抗菌薬
や長期間使用患者，血液培養陽性患者のモニタリン
グ，適正使用マニュアルの作成・改訂，院内勉強
会の開催等を通じて医療安全に貢献している．ま
た，薬の血中濃度を測り，効果と安全性を確保する
Therapeutic�Drug�Monitoring（TDM）にも注力し
ている．

当院の栄養サポートチーム（NST）は，一般的な
活動に加え，リハビリ栄養，ICT，摂食嚥下サポー
トチーム（SST），ポリファーマシーカンファレンス，
褥瘡対策チーム，認知症ケアチーム，糖尿病・内分
泌代謝疾患ワーキンググループ等の，分野横断的活
動の中心となっている．これらの専門チームは，感
染症や栄養失調，薬剤有害事象，認知機能や ADL
の低下といった複雑な課題に対し，効率的な対応を
可能にしている．例えば，認知機能が低下した糖尿
病患者に対しては，高齢者糖尿病の血糖コントロー
ル目標�20163）を活用して，１日数回の内服薬を朝
１回にまとめる等，安全な服薬を可能にする処方提
案を行っている．

薬剤師と医師が協力して，オーダ調整プロトコル
を複数策定している．これにより，業務の効率化と
安全性の向上を図っている．例えば，薬剤師は医師
の指示に基づき，持参薬の継続や注射薬の配合変化
を避けるためのフラッシュ用薬剤追加等を，自ら入
力することが可能である．

（２）ポリファーマシーカンファレンス
高齢者の薬剤リスクの二大要因は，加齢に伴う薬

物動態の変化と多剤服用である．ポリファーマシー４）

は単に服用数が多いだけでなく，薬物有害事象や服
薬過誤，アドヒアランス低下を招く状態を指し，一
般的に６種類以上の薬剤服用で，転倒やせん妄，認
知機能低下のリスクが増加するとされている．薬剤
が原因となる老年症候群も見過ごされがちであり，
特にベンゾジアゼピン系睡眠薬，抗不安薬と抗コリ
ン薬は注意すべきとされる．

当院では，2015 年から医師，歯科医師，看護師
と連携し，薬剤師が中心となってポリファーマシー
対策を推進している．入院は複数の医療機関からの
処方を整理する絶好の機会と捉え，退院後の生活を
見据えた安全で効果的な処方を提案する．これによ
り，有害事象のリスク低減や服薬アドヒアランスの
向上，医療費の削減等が期待できる４）．

カンファレンスの対象患者として，一般急性期病
床の 65 歳以上の患者で６種類以上の薬を服用して
いる患者を毎週抽出し，日本老年医学会の「高齢者
の安全な薬物療法ガイドライン 2025５）」や，厚労
省の高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）４），
同指針（各論編（療養病床環境別）２）に基づき，
主治医に処方見直しを提案している．見直しには，
全薬剤の把握と疾患の重篤度に加え，ADL や認知
機能，栄養状態，生活環境を評価する「高齢者総合
機能評価（CGA）」が不可欠である．特に，「Potentially�
Inappropriate�Medications（PIMs）」を中心に減薬
を検討２）し，QOL 維持と在宅復帰を目指す．PIMs
には，抗精神病薬，睡眠薬，抗うつ剤，スルピリ
ド，抗パーキンソン病薬（抗コリン薬），制吐薬，
ステロイド，β遮断薬，ジギタリス，抗血栓薬，
NSAIDs，利尿薬，糖尿病薬，酸化 Mg 等がある．

多職種協働で口腔ケアや嚥下機能の確認，服薬支
援，生活状況や薬物関連有害事象のモニタリングを
行う．各専門職が薬剤調整後の管理をそれぞれ実践

（表１）する．一方で，長期服用薬の中止に対する
患者や家族の不安，専門医のガイドライン遵守意識
が減薬を難しくする場合がある．そのため，単なる
減薬ではなく，患者や主治医と「アドバンス・ケア・
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プランニング（ACP）」を実践し，QOL 向上を目的
とした減薬の必要性を説明することも重要である．
特に認知症患者には，薬に頼らない非薬物的対応２）

が有効な場合もある．

（３）嚥下機能低下患者
入院患者には嚥下機能の低下や認知機能障害，視

力低下，手指の機能障害等が多く，薬剤の誤嚥や服
薬アドヒアランス低下のリスクがある．また，薬剤
が原因で嚥下障害が起きることもある．

当院の摂食嚥下サポートチーム（SST）は，歯科
医師を中心に，耳鼻咽喉科医，リハビリテーション
科医，歯科衛生士，ST，臨床放射線技師等と薬剤
師が協力して活動している．SST は，反復唾液飲み
テストや水飲みテスト等の簡易検査や，嚥下内視鏡
検査（VE），嚥下造影検査（VF）を用いて嚥下機能
を評価６）し，口腔ケアや摂食嚥下訓練等の治療を
通じて，患者の状態に合わせた最適な服薬方法を提
案する．具体的には，姿勢の工夫，服薬ゼリー，剤
形の選択，用法の単純化，簡易懸濁法，オブラート
等の多様な方法を駆使する．薬とゼリーの相性や，

粉砕による味の変化といった専門知識が不可欠であ
る．患者の QOL に直結するため，状態の変化に応
じて服薬方法を調整する柔軟な対応が求められる．

（４）外来化学療法センター
当院の外来化学療法センターでは，がん治療の資

格を持つ薬剤師が診察に同席し，腫瘍内科や看護師
と共に患者をサポートしている．院内登録レジメに
基づき，投与スケジュールや副作用を説明し，副作
用軽減のための支持療法等を提案している．薬剤師
は医師の指示の下，患者が安全に治療を続けられる
よう指導を行い，連携充実加算を届出ている．また，
入院治療が必要な場合でも，外来担当薬剤師が継続
して関わることで，情報共有の断絶を防ぎ，一貫し
た薬剤管理を実現している．これにより，副作用の
早期発見や，予防薬や処方変更等の提案を円滑に行
い，患者安全を推進している．

抗悪性腫瘍剤の調製は，作成した手順に則り，す
べて薬剤師が安全キャビネット内で防護具を着用し
て行っている．その際，調剤側の薬剤師と化学療法
センター内の薬剤師が，ウェブカメラを使った遠隔

表１　各専門職の役割
引用改変：高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養病床環境別）
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でのダブルチェックを実施し，安全性を担保している．

（５）薬剤部DX
薬剤投与時の確認には，6R（Right�patient,�drug,�

purpose,�dose,�route,�time）が重要である．これら
は複数回の指差し・声出し確認で実践されるが，個
人の注意に依存するため，完全な薬剤過誤防止策と
は言えない．

当院は，これらの課題解決のため，ICT を積極的
に活用している．調剤業務では，計数調剤支援シス
テムが薬剤バーコードとオーダ内容を照合し，数量
管理機能付き自動調剤棚との併用でピッキングをサ
ポートしている．また，錠剤一包化鑑査支援システ
ム（写真１）は，一包化された錠剤の画像を解析し，
人的な鑑査業務を軽減させている．これらの導入に
より，薬剤リスクの管理，タスクシェア，業務効率
が促進され，本年３月の月間薬剤管理指導料は約２
倍の 314 件，薬剤総合評価調整加算は約４倍の 21
件の算定と件数が増加している．注射薬の払い出し
は，患者ごとに１使用分ずつセットしている．電子

カルテと連動したスマートフォンを使用し，患者・
看護師・薬剤の３点認証を行うことで，正しい薬剤
と数量の投与を確実にしている．

お薬手帳が主流の他院の処方確認は，オンライン
資格確認より取得した薬剤情報や地域連携システム
を介した確認に変わりつつある．院内で発行された
処方箋は，電子カルテの病態プロファイルに診療科
毎に表示されるため，院内外の処方内容をまとめて
確認できる．当院のオンライン資格確認の利用率は
2025 年６月時点で 69％と高い．2025 年３月から
電子処方箋も運用しているが，８月までに 27 名の
利用に留まっている．大規模災害時の情報活用も視
野に入れ，今後も利用を拡大していく予定である．

（６）薬薬連携
当院の薬剤師は，地域全体の医療安全にも貢献し

ている．当院を含む南加賀医療圏の５病院は，薬薬
連携のため，2021 年 10 月に「南加賀地区薬薬連
携推進チーム」を設立した．チームは，院外処方箋
に記載される腎機能検査値を活用するため，「南加
賀地区版腎機能別薬剤投与量一覧」を作成した．こ
れは，添付文書に減量規定がある薬剤をまとめたも
ので，保険薬局が適正使用に活用できるツールとし
て，各病院のウェブサイトで公開している．

（７）その他
当院独自の院内適応外使用薬剤リストを策定し，

電子カルテに掲載している．このリストは，薬剤を
生命への影響やエビデンス，倫理委員会での審議，
同意取得の有無に基づき，Ａ～Ｃの３つのリスクに
分類している．生命への影響が大きいリスクＡのプ
ロトコルでは，モルヒネを心不全時の呼吸困難緩和
に用いる等している．一方，影響が少ないリスクＣ
では，アルロイドＧとポラプレジンクを混ぜた含嗽
液を化学療法による口内炎の改善に使う等してい
る．これにより，薬剤師は適応外使用の申請を促し
やすくなり，医師も責任を軽減できる安心・安全な
仕組みとなっている．

さらに，電子カルテ内に「薬剤部 Drug�Information�
Site」を設け，腎機能に応じた薬物投与量や，薬剤写真１　錠剤一包化鑑査支援システム
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関連ガイドラインやプロトコル，感染症・抗菌薬・
麻薬関連等の情報等，専門的な情報を医師向けに発
信している．これらの情報は，PMDA メディナビ
等から得たものであり，常に最新の情報を更新して
いる．

４．�芳珠記念病院における今後の薬剤
リスクマネジメント

当院の薬剤リスクマネジメントは，部門や個人の
取り組みだけでは完結しない．多職種協働の一員と
して，薬剤師が患者の生活全体を考慮した薬学的管
理を担うことが医療安全の根幹となる．ポリファー
マシー対策，感染症対策，抗悪性腫瘍治療等，当院
特有のリスクに対し，チーム医療という人的連携と
ICT 活用の両輪で，医療安全に必須の継続的な改善
プロセスを実践していく．

今後は，患者家族，近隣の病医院，薬局，行政等
と連携し，地域全体で地域フォーミュラリやポリ
ファーマシー対策の実践を目指したい．さらに近未
来に向けて，高齢虚弱 multimorbidity1）患者に対し
ては，非薬物的対応の効果を予測し，薬をなるべく
使わないで，薬剤リスクを回避することを夢見てい
る．
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私たちが従事する慢性期医療において，患者，入居
者，利用者と直接関わる介護現場でのリスク管理には
非常に繊細な問題が生じてくる．具体的に，ハラスメ
ント対応，虐待防止，クレーム対応などがあり，合わせ
て外国人材への対応について以下述べていきたい．

１．介護現場におけるハラスメント対応

介護現場においては，利用者やその家族から介護
職員に対するハラスメントが深刻な問題となってお
り，スタッフの心身の健康や職場環境，さらにはサー
ビスの継続性にまで影響を及ぼしている．ハラスメ
ントには，一般的にセクシュアルハラスメント（セ
クハラ），妊娠・出産・育児休業等に関するハラス
メント（マタハラ），パワーハラスメント（パワハラ）
などがあるが，介護現場では，利用者宅への単身訪
問や身体接触がある業務特性から，職員が被害を受
けやすい構造となっている．（図１）

調査によれば，介護職員の多くがハラスメントを
経験しており（図２），その影響で心身に不調をき
たしたり，退職を考えるに至るケースも少なくない．
一方で，被害を訴えずに我慢してしまう背景には，

「我慢強い」「親切である」という介護職特有の気質
があると指摘されている．また，管理者側も「仕方
がない」と対応を軽視する傾向があり，相談体制が
整備されていないことも問題である．

こうした現状に対し，介護事業者は明確な対応が
求められる．まず，ハラスメントを権利侵害と捉え，
職員を守る体制を整備することが基本である．対応
策としては，職員向けの研修・マニュアル整備，相
談体制の構築，利用者・家族への説明，さらには契
約書への具体的なハラスメント例の明記などが挙げ
られる．実際に一例として，契約解除が可能となる
ハラスメント行為を明文化し，弁護士とも連携した
体制をとっているところもある．

また，ハラスメント予防の観点からは，職員が自
己点検できるチェックリストの活用が効果的であ
る．研修受講や契約内容の理解，説明能力，適切な
報告体制の維持，他事業所との連携，さらには身だ
しなみや職員個人情報の保護まで多岐にわたる．こ
うした教育・啓発を通じ，職員が「不適切な言動」
に気づき，声を上げることができる環境づくりが，
リスクマネジメントとして不可欠である．（図３）

図１　介護現場におけるハラスメントの定義

介護現場でのリスクに備えるスタッフ教育
医療法人社団富家会　富家病院

理事長　富家隆樹
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＜サービスを開始する前におけるチェック項目＞

〇施設・事業所のハラスメントに関する基本方針を知っていますか。
〇施設・事業所のハラスメントに関するマニュアルを理解していますか。
〇施設・事業所のハラスメントに関する相談窓口・体制を理解していますか。
〇施設・事業所のハラスメントに関する研修を受けていますか。
〇介護保険制度におけるサービスの範囲及び介護契約書・重要事項説明書等の
内容（ハラスメントに関わる事項を含む。）について理解していますか。
事業所内で説明の仕方について研修を受けていますか。

〇職場において、ハラスメントに関する話し合いの場が設置され、定期的に
出席していますか。

〇ハラスメントの未然防止のための点検・振り返りを、自ら、定期的に行って
いますか。

参考：ハラスメント予防や対応のための職員のチェック項目
介護現場におけるハラスメント対策（厚生労働省ホームページより）

＜サービスを開始するにあたってのチェック項目＞

〇利用者・家族等の病状等の情報を共有し、その病状等の特徴を理解していますか。
〇利用者・家族等に係るハラスメントのリスクを把握し、理解していますか。
〇介護保険制度におけるサービスの範囲及び介護契約書・重要事項説明書等の内容
（ハラスメントに関わる事項を含む。）について理解していますか。求められた時に、
利用者・家族等に説明できていますか。

〇介護保険制度又は契約の内容を超えるサービスを求められた際に、提供できない
こと及びその理由を利用者・家族等に説明できていますか。

〇上記の説明について、利用者・家族等から理解を得られていない可能性がある場合、
速やかに施設・事業所に報告・相談していますか。

〇他の施設・事業所のサービス担当者と連携をとっていますか。

参考：ハラスメント予防や対応のための職員のチェック項目

＜サービスを開始した後のチェック項目＞
〇サービスを提供するにあたり、服装や身だしなみがサービスに適したものになって
いますか。

〇利用者・家族に対して相手を尊重しつつ業務を行うこと、今までの生活をできるだ
け続けられるように自立支援を意識することなど、基本的な対応方法を日頃から心
がけていますか。

〇職員個人の情報の提供を、利用者・家族等から求められても断っていますか。
〇介護保険制度又は介護契約の内容を超えるサービスを求められた際に、提供でき
ないこと及びその理由を利用者・家族等に説明できていますか。

〇上記の説明について、利用者・家族等から理解を得られていない可能性がある場
合、速やかに施設・事業所に報告・相談していますか。

〇利用者・家族等から苦情、要望又は不満があった場合は、速やかに施設・事業所
に報告していますか。

○ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合において、速やかに施設・事業所に報告・
相談していますか。また、その出来事を客観的に記録していますか。

〇他の施設・事業所のサービス担当者と連携をとっていますか。

参考：ハラスメント予防や対応のための職員のチェック項目

図２　ハラスメントを受けたことのある職員の割合

図３　ハラスメントチェック項目
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２．介護現場での高齢者虐待防止

高齢者虐待は介護現場において深刻な課題であ
り，その防止はすべての介護従事者と事業者に求め
られる責務である．2006 年に施行された「高齢者
虐待防止法」では，高齢者の権利利益の擁護，虐待
の防止，早期発見と対応が柱として定められ，医療・
福祉関係者の協力や市町村の通報・保護体制の整備
が法的に義務づけられている．

虐待の対象となる「高齢者」は，原則として 65
歳以上を指すが，介護施設を利用する障害者も含ま
れる．虐待の類型は，①養護者による虐待と②介護
施設従事者等による虐待に大別され，いずれも身体
的虐待，心理的虐待，性的虐待，介護の放棄・放
任，経済的虐待という５つの形態が共通して見られ
る（図４）．具体的には，殴打や暴言，介護放棄，
不当な金銭の取り扱いなどが該当し，表面化しにく
いケースも多いため，早期発見の仕組みと職員の虐
待への危機意識が重要となる．

施設管理者は，職員への研修実施や苦情処理体制
の整備，虐待予防のための仕組みづくりが求められ
る．また，虐待が疑われる場合には市町村への通報
が義務づけられており，「自覚の有無にかかわらず」

「安全確保を最優先に」「迅速かつ組織的に」「関係
機関と連携し」「適切に記録を残す」という一連の
対応が求められる．

虐待防止に向けた基本視点としては，以下の点が
重要である．第一に，虐待の発生を予防し，万が一

発生した場合にも高齢者の安定した生活を支える継
続的支援が必要であること．第二に，高齢者本人の
尊厳を尊重する視点を持つこと．第三に，虐待の芽
を未然に摘むための積極的なアプローチ，例えば職
員同士の声かけや日々の観察が求められる．さらに，
早期発見・早期対応を可能にするには，記録の共有
や日常的な情報交換が欠かせない．（図５）

虐待の背景には，介護の負担や家族関係の葛藤，
経済的な問題などが複雑に絡んでいるため，加害者
となる養護者に対する支援も不可欠である．虐待者
を一方的に断罪するのではなく，高齢者と養護者の
双方を支援し，必要に応じて支援機関や専門職につ
なぐことが求められる．

介護施設では，虐待のリスクを日常的に点検し，
問題行動が見られた際には個人任せにせず，必ず組
織的に対処する体制を整えるべきである．そのため
には，定期的な職員研修，実際の事例を通じたケー
ススタディ，マニュアルの見直しなどが重要である．

高齢者虐待は施設の信頼を大きく損なうだけでな
く，被害者である高齢者の生活と尊厳を著しく損ね
る行為である．だからこそ，すべての介護従事者が

「虐待をしない，見逃さない，許さない」という意
識を共有し，予防と対応の双方において責任ある行
動をとることが，リスクマネジメントの中核となる．

高齢者虐待の内容
i 身体的虐待 : 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある

暴行を加えること。
ii 介護・世話の放棄・放任 : 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は

⻑時間の放置、養護者以外の同居⼈による 虐待行為の放置など養護
を著しく怠ること。

iii 心理的虐待 : 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応
その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える 言動を行うこと。

iv 性的虐待 : 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をして
わいせつな行為をさせること。

v 経済的虐待 : 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に
処分することその他当該高齢者から不当に 財産上の利益を得ること。

留意事項
１ 虐待に対する「自覚」は問わない
２ 高齢者の安全確保を優先する
３ 常に迅速な対応を意識する
４ 必ず組織的に対応する
５ 関係機関と連携して援助する
６ 適切に権限を行使する
７ 記録を残す

図４　高齢者虐待の内容 図５　虐待の留意事項
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３．現場でのクレーム対応

私たちが働くうえで，患者（利用者）や，その家
族からのクレームは少なくない．組織運営上のリス
クマネジメントのなかでも，クレーム対応は大きな
要素である．実は，これは表情，姿勢など非言語の
要素も含むコミュニケーション能力が最も試される
場面でもある．介護現場においてのクレームやハラ
スメントは，職員の心身の健康やサービスの質に大
きな影響を与える．適切なクレーム対応とハラスメ
ント対策は，リスクマネジメントの観点からも非常
に重要である．

クレーム対応の基本は，「傾聴」「迅速な対応」「組
織的な対応」の３点である．まず，利用者の話に真
摯に耳を傾け，感情の背景を理解すること．次に，
問題が発生したら早急に対応し，時間をおかずに事
実確認と初期対応を行うことが求められる．そして，
個人ではなく組織として対応にあたる体制を整える
ことで，職員を守りながら適切な対応が可能となる．

近年，クレームのなかでも「顧客からのハラスメ
ント」に分類される悪質な事例が増加している．こ
れは，単なる苦情ではなく，要求内容またはその態
度が社会通念を著しく逸脱するものであり，精神的・
身体的な攻撃を伴うケースもある．たとえば，理不
尽な高額賠償の要求や，従業員に対する人格否定的
発言，暴力的・性的な言動などが該当する．2025
年４月にはカスタマーハラスメント条例も施行され
ている．

顧客からのハラスメントの特徴には，社会的地位
の高い人からのクレームや，日常の不満をぶつける
ような要求，またインターネットや SNS を使った
誹謗中傷などがある．その背景には，企業側の風評
被害への懸念や，対応基準のばらつきがあり，これ
が顧客の付け入る隙を生んでいる．

ハラスメントの類型としては，①不当な要求（謝
罪の土下座，解雇要求など），②長時間の拘束，③
繰り返しの電話や来訪，④暴言や暴力，⑤威嚇・脅
迫，⑥権威の誇示，⑦店舗外への呼び出し，⑧ SNS
等による中傷，⑨セクシュアルハラスメント，など
が挙げられる．これらの行為に対しては，初期段階

で「応じられない」と明確に伝え，毅然とした態度
で対応することが必要である．

また，クレームやハラスメントへの具体的な対応
としては，以下のポイントが重要である．①謝罪は
必要に応じて行うが，無条件に相手の言い分を受け
入れるのではなく，②事実を正確に把握し，③冷静
かつ組織的に対応する．④ハラスメントが疑われる
場合には，職員を守る立場を明確にし，⑤対応環境
を整えることで，エスカレーションを防ぐことがで
きる．

組織としては，ハラスメント防止の基本方針を策
定し，相談窓口を設置することが求められる．また，
迅速な事実確認と，被害者へのケア，行為者への対
応，再発防止策の導入，従業員への教育を通じて，
職員が安心して働ける環境を整備することが重要で
ある．

さらに，トップメッセージの発信や関係機関との
連携も不可欠である，現場レベルでの適切な対応だ
けでなく，組織全体として「ハラスメントを許さな
い」明確な姿勢を示すことで，風評被害を恐れるこ
となく，正当な対応をとることが可能となる．

介護現場でのクレームやハラスメントへの対応
は，単なるサービスの一環ではなく，従業員を守る
ためのリスクマネジメントそのものである．職員が
安心して働ける環境を築くことが，結果として利用
者へのより良いケアにつながる．今後も現場に即し
た研修と体制整備を重ね，持続可能な介護の提供を
目指すべきである．

４．外国人人材の雇用と育成

高齢社会と人材不足が深刻化する中で，介護現場
における外国人職員の雇用は言うまでもなく重要性
を増している．富家グループでは計 104 名の外国
人職員が在籍し，看護師や看護助手，介護士として
多国籍の人材が活躍している．彼らの雇用は，労働
力の確保だけでなく，多様な価値観や新しい発想の
導入というメリットももたらしている．

外国人受け入れ当初は，言語の壁や文化的背景の
違いによる課題も多く，日本人職員・外国人職員双
方が悩みを抱えていた．外国人職員側の声としては，
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「指導者が頻繁に変わり方針が不明確」「難しい日本
語が多い」「理解できていないのに無理に『大丈夫』
と言ってしまう」といった不安が挙げられた．また，
日本人職員からは「伝えたいことがうまく伝わらな
い」「本人の理解度が把握しづらい」などの戸惑い
も見られた．

外国人材を受け入れようとしている多くの施設で
抱えるこのような課題に対して，現場での受け入れ
体制の見直しが不可欠である．具体的には，配属前
の十分な研修，多人数での段階的な指導，言語や文
化への理解を深める機会の提供，そして国籍ではな
く個人を尊重する視点が求められる．また，先入観
や過去の印象による評価を避け，一人ひとりと誠実

に向き合う姿勢を全職員が共有することが重要であ
る．（図６）

富家病院では，各国から来た看護師，看護補助者
が資格を取得し，活躍している事例も多数ある．こ
れらの成功事例は，本人の努力に加え，受け入れ側
の支援体制や職場全体の理解によって成り立ってお
り，今後の人材育成のモデルケースとなる．

介護の現場において，多様な背景をもつ職員が安
心して力を発揮できる環境づくりは，質の高いケア
の実現にも直結する．今後も研修や意見交換の場を
通じ，相互理解と共生の風土を育むことが重要であ
る．

図６　外国人材との向き合い方

外国人職員との向き合い方

これまでの考え方

 メディアなどの情報による先入観や、過去に働いていた人達の評価
例）無断欠勤をしていた、ルールを守らなかった等

をもとに、出身国で判断・評価してしまう事が多かった。

これからの考え方
 国籍は働く上では関係なく、日本の文化や考え方をしっかりと理解してもらう。
 先入観ではない正しい知識と入職される一人ひとりと向き合いながら対応する

事を日本人の職員に理解して貰う事が重要であり、その為の勉強会や意見交換
会などが必要である。
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ICT の活用が，魔法の杖のように効率化を進める
とは考えていない．ICT は，今後すさまじい勢いで
伸びていくであろう．どのように考えて，自院で利
用すると上手くいくのか，その考え方を記していき
たい．ICT とは何か．具体的に利用している事例の
紹介．効率化を進めるために ICT をどのように利用
すれば良いのか（効率化と ICT の利用）．以上３章
に分けて記載する．

１．ICTとは何か

ITとロボット，AIを混ぜて，ICTやDXと呼んでいる場
合を見かける．ICTはInformation�and�Communication�
Technology　情報通信技術である．ITはInformation�
Technology　情報技術である．何度も同じような
内容を記載する．記載する項目が同じで，沢山の人
のデータを記録する．このような場合に表計算ソ
フトや文書作成ソフトを利用してきたのがITであっ
た．これでも十分に効率化されている．ICTになる
と，パソコンやスマートフォンを用いてインター
ネットを利用した情報伝達技術と考えて良いだろ
う．インターネットによって様々な情報を瞬時に受
け取ることができるようになった．情報を瞬時に受
け取ることが，慢性期医療だけではなく医療・介護
を便利にしてくれている．簡単な利用法としては，
介助技術を知りたいとインターネットで探すと様々
な介助技術が検索されてくる．この中から自分が目
的としている介助技術を探すというのが，今までの
ICTを用いた利用法である．

IT に加えて，最近は AI の利用がすさまじい．AI
は万能であるかのごとくに扱われている．AI は，
IT 技術の上で情報を多数集めて，その中から最適
な組み合わせを教えてくれるものである．最も身近
な例はルート検索である．東京駅から青梅駅までの
ルートを検索すると，電車は何時発で何時に到着す
る，車であれば何分と表示される．これは電車の時

刻表をデータとして読み込み，最適な組み合わせを
計算して返事しているものである．車の移動も，地
図データから距離を読み込んで，平均時速で計算し
て返事をしている．つまり，基本的なデータが存在
している中で，最適解を構築しているのである．こ
れを医療や介護に置き換えて考えると，基本的な介
助技術や看護技術，医療技術は存在しているが，意
見が一致していないので，標準的な技術を示すこと
が難しい．つまり時刻表のようなデータがない．最
適な技術の組み合わせが何を目的とすれば良いの
か，組み合わせの考え方を示すことが難しいので，
AI が回答を出すことは難しいというのが現状であ
る．AI が回答を出したとしても，その組織の考え
方と異なった場合は受け入れられないだろう．さら
に進んだ生成 AI では，今あるデータだけではなく，
世の中にあるデータを全て探した上で最適解を示し
てくれる．それであっても，医療・看護・介護で最
適な技術提供方法が一般的に合意されていないの
で，その組織に適切な最適解を示すことは難しいだ
ろうと考えている．

ロボットは，人間の代わりに作業をしてくれる機
械である．介護であれば，移乗を人間の力を使わず
に作業してくれる機械である．機械を使うことが合
理的で，人件費よりも費用が安くすみ，利用者にとっ
ても便利であるならば効率的と言えるだろう．情
報技術 IT と組み合わせてロボットを使用する場合，
IoT�Internet�of�Things　物とインターネットと呼ん
でいる．移乗ロボットを，インターネットを使用し
て遠隔から操作して作業を行うことが想定される．
一人の人が指示監視をするだけで，複数の人へ移乗
の介助を行い，利用者も気兼ねなく使えるとしたら
とても効率的である．

IT，ICT，AI について記した．データをまとめる
には IT，データを探すには ICT，データの組み合わ
せがAI，労力を軽減してくれるのがロボットである．

慢性期医療における ICT 活用と効率化
医療法人財団利定会　大久野病院

理事長　進藤晃
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２．具体的な使用例

医療・看護・介護では，ICT が見守りや情報共有
としてすでに利用されている．ナースコールが鳴る
と，または転倒・転落のセンサーが鳴ると，ビデオ
が ON になって，手元のスマートフォンで画像を見
ることができる．走って行くよりも早く状況を確認
することができるので便利ではあるが，この設備に
はかなりの費用が必要となる．効果としては，駆け
寄るよりも数分早く見つける，場合によっては画像
でのみ確認して駆けつけなくても状態を確認し声か
けだけで良いかもしれない．ビデオが無くナース
コールやセンサーだけの場合と比べて確実に安心で
はあるが，費用対効果の検討が必要であろう．

施設内において ICT を利用して，電子カルテ情報
を手元のスマートフォンで見ることができる時代に
なっている．さらにグレードアップすると外出先で
も見ることができる．院内で病棟の端末を探して，
電子カルテ情報を確認することに比べると，医師の
場合には，早く指示を出すことができるので時間の
削減につながる．医師は，効果が期待できる．看護
師・介護においては，スマートフォン端末を使用し
て，電子カルテへ音声で直接入力できると効果が期
待できる．その際に削減できる時間を人件費で計算
して，その効果が費用と見合うか検証が必要であろ
う．急性期病院・回復期病院・老人保健施設など施
設のタイプによって効果は異なるので，検証しなが
ら導入を検討すべきである．

埼玉県にある富家病院では，ウェアラブル端末を
病棟に導入されている．今後の IT 利用で最先端を
いく効果的な利用方法であると考えている．その使
用法は，ウェアラブル端末を入院中の患者に装着し
ていただいて，次のような利用が考えられる．ウェ
アラブル端末で，QR コードなどを利用して本人確
認に利用が可能であろう．ウェアラブル端末は，脈
拍・体温・酸素飽和度などバイタルの測定が可能で
ある．看護師が測定に行って記録するよりも，リア
ルタイムに必要な時に必要な時間だけ測定し，しか
も電子カルテへ自動的に入力することも可能であろ
う．さらに，この端末は声をかけると返事をする機

能を備えているので，ナースコールの代わりになる
可能性がある．しかも持ち歩いているので，ベッド
サイドではなく廊下を歩いている最中でもナース
コールが可能である．このナースコールの機能と転
倒したら緊急コールという機能を組み合わせると，
転倒したらナースコールが鳴るということも可能で
あろう．そして，GPS 機能が備わっているので居場
所も確認することができる．しかも，導入費用は，
院内の Wi-Fi 環境があるとして，ウェアラブル端末
とスマートフォンの費用だけである．ナースコール
と比較して安価になる可能性が高く，費用対効果が
高いと思われる．以上の利用方法は，現実に使用さ
れている物と，期待を込めた利用法を混在して記載
している．何とも夢のような IT 利用ではないかと
思う．富家病院では病棟で実装を開始しているが，
在宅で利用が可能ではないかと考えている．在宅で
ナースコール代わりにする，バイタルを測定する，
転倒を検出する．在宅での監視装置として利用価値
が高いように思われる．ウェアラブル端末導入に関
して現状で考えられる問題点は，端末を充電する時
間が１日に１回 30 分程度必要である．つまり，端
末を装着していない時間が発生するので，ウェアラ
ブル端末を２台にして交互に使用すれば問題を解決
できるがコストが必要となる．ウェアラブル端末１
台につき１台のスマートフォンが必要である．よっ
て，スマートフォンを病床の数だけ並べるスペース
が必要となる．最大の問題は，このようなシステム
がナースコールとして認められていないことであ
る．富家病院でもここまでは実現されていない．早
期にこのような画期的なシステムが，リーズナブル
な価格で提供され，現状よりも快適な環境が提供さ
れることを期待したい．

AI の利用は，まだ退院時の医師・看護師のサマ
リー制作ぐらいしかない．それでも，サマリーを
作ってくれるのであれば，時間の効率化に対する効
果は高い．効果が導入費用を超えることができるか
検討する必要がある．その他，筆者が関わっている
PCAPS（Patient�Condition�Adaptive�Path�System：
患者状態適応型パス）は，診療内容を可視化して，
診療を誘導し，診療内容を知識として集積してくれ
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るシステムである．知識が集積できれば，改善も可
能であるとご理解いただけるだろうか．これは将来
において診療を補助する AI に発展していくと考え
ている．この紙面では記載するスペースが無いので
割愛する．

３．効率化とICT の利用

業務の効率化を行う方法について，移乗の介助方
法を題材として考え方を記載する．現実に可能であ
るかどうかは検討していない．特定の患者Ａに対し
て，移乗を介助する時に，介助者ごとに介助方法が
異なるとしたら効率的ではなく，患者Ａにとっても
不快である．患者Ａの状態は介助者ごとに異ならな
いので，同じ介助方法で移乗するのが良いと言える．
患者Ａが最も快適で，介助者も介助量が少ない方法
が良い．快適で介助量が少ない移乗介助法を，全員
が実施できたら，全員がほぼ同じ時間で業務を終了
することができる．移乗介助の時間にバラツキが無
くなり，誰もが同じ時間で業務を行えるようになる
ので業務時間を予測することが可能となる．これを
複雑ではあるが，組み合わせていくと，本日の病棟
における業務必要時間（量）を計算することが可能
となる．緊急への対応を含めて，必要な人員を計算
することが可能なので，効率的な病棟運営に結びつ
くであろう．

介助方法の統一を標準化と呼んでいる．標準化と
は，悪い方法も，良い方法も一緒にして，何が何で
もマニュアル通りに行うという悪いイメージがあ
る．標準化とは，最も良い方法を，みんなで共有し
て，誰が行っても良い結果を得ようというのが根本
的な考えである．マニュアル通りに行うことに抵抗
があるかもしれない．赤信号は止まれというマニュ
アルには従うべきである．これと同程度のマニュア
ルであれば従うと考えていただけるだろうか．

移乗介助にある人は３分，別の人は 10 分必要と
している現場で標準化を実行してみる．全員が３分
で安全・快適に移乗を終了できたら，10 分必要と
していた人は７分を他の業務に充てることが可能と
なる．この７分で，移乗介助をもう一人に行うと，
今までに比べて２倍働いたことになる．10 分で介

助する人に３分でできる介助法を学んでもらうと効
率化が進むと考えられる．標準化の効果についてご
理解いただけたであろうか．

この過程で ICT は全く利用されていない．業務の
効率化は，ICT を利用して行うものではなく，効率
化を図る過程で，必要ならば利用するものである．
この過程で IT を利用するとすれば，移乗の介助手
順を全職員に通知する手段，記録することに利用す
る程度であろう．

業務の効率化とは，全員が同じ手順で業務を行う
こと，つまり可視化・標準化が基本であると記して
きた．

４．問題の解決

３分で可能な移乗介助手順に対して，再度時間の
計測を行うと４分に伸びていた．安全を前提にし
て，３分に縮めたいと考えるのが管理者である．時
間を短縮したいという問題を解決するには，QC ス
トーリーという考え方に基づいて考えるとわかりや
すい．

１）�テーマの選定：その問題に絞り込んだ理由・目
的を明らかにして問題を絞り込む．

２）�現状の把握：問題の状況を把握する．仕組みな
らば，業務手順を明らかにして，発生した手順
を確認する．その頻度・時間・場所など特徴を
把握する．

３）�解析：現状把握に基づいて複数の要因を挙げ，
問題発生メカニズムの仮説をたてる．

４）�対策：解析結果に基づいて，対策を立案する．
対策を実施し，副反応をチェックする．

５）�効果の確認：問題再発がないか，改善効果があ
るか，目標の達成を確認する．

６）歯止め：標準化により再発を防止する．
７）�今後の課題：この問題解決に関わる課題を整理

する．解決方法を振り返る．

テーマは移乗介助手順の時間短縮となっている．
この手順を実行したときに，どこで時間が余計に必
要となったのかを把握する．手順ごとに時間を計測
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するしか方法はないだろう．時間が超過している手
順が複数あるとしたら，どの手順がどれほど影響し
ているのか検討する．なぜ時間が必要なのか原因を
検討する．拘縮が激しくなったために時間が必要．
体重が重くなったので時間が必要．発生のメカニズ
ムを検討する．これに基づいて，対策を考案する．
この時に，単純に手順を変更するだけで時間を短縮
できれば最も効果的である．しかし，解決方法とし
てロボットの使用が効果的である場合も考えられ
る．安全であることを前提にしてロボット導入の費
用と介助時間の短縮で効果を測定する必要がある．
考え方の１つは，ロボット導入費用と１分を短縮し
た時の人件費を比較する．人件費１分×ロボット使
用人数× 1 日の使用回数×ロボットの耐久日数で
計算できる削減できる経費と，ロボット導入費用を
比較して，導入費用よりも経費削減が上回ることを
比較する．経費削減効果があれば導入する．ロボッ
トを導入する際の副反応も検討しておく必要があ
る．ロボットを移動させるのに時間がかかる，ロボッ
トの習熟訓練に多大な時間を必要とする，この場合

１分短縮の効果がなくなる．ロボットが壊れた時に
誰も介助できなくなるのも困る．これらの副反応が
ないことを確認して導入する．導入後には，誰もが
１分短縮できているか確認する．このような考え方
を利用すると，難しそうに見えた問題も解決に結び
つけていくことが可能である．勘と経験と度胸でエ
イヤーと解決すると一見解決できたように見えて，
すぐに元通りになったり，もっと悪い状況になった
りする．根拠に基づいて問題を解決してくのが良い
方法である．解決方法の１個の手段として，ロボッ
トや ICT・AI の利用が良い方法で，費用対経費削減
効果もあるならば導入すべきである．費用対効果を
考えずに，感覚的に良さそうだと ICT・DX に飛び
つくのは危険である．

業務の効率化に ICTがいつでも有効ということは
あり得ない．業務の効率化は，問題を見つけて解決
する，改善が基本である．改善に ICT が有効ならば
導入する．業務効率化と ICT 利用の極意ではないか
と考えている．
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次世代経営者に聞く慢性期医療の展望
インタビュイー：猿原大和　介護医療院湖東病院　理事長
インタビュアー：鈴木龍太　日本介護医療院協会　会長

慢性期医療の将来像をいかに描くか──．日本介護医療院協会副会長で大型の介護医療院を運営して
いる猿原大和氏に，同協会会長の鈴木龍太氏がお話を聞きました．

猿原氏は，慢性期医療の病床が減少し続ける中で，医療療養病床と介護医療院の役割分担が進むと指
摘．高度な医療を要する患者には医療療養病床が対応し，終末期やターミナルケアは介護医療院が担う
というすみ分けが不可欠になるとの認識を示しました．また，介護医療院は同一のスタッフ・環境のも
とで療養を継続できることや，認知症患者にも安定をもたらすメリットなどを挙げ，地域包括ケアにお
いて重要な機能を果たすと強調しました．

鈴木氏は，ターミナル期には高度な医療行為よりも苦痛緩和や生活支援が中心となると指摘し，介護
医療院がその役割を担うことの意義を示しました．また，要介護度に基づく報酬体系が現場の負担を十
分に反映していないことに触れ，制度的な見直しの必要性を提起しました．

猿原氏はさらに，人材不足の深刻化を課題として挙げました．特に介護職員の確保は困難であり，外
国人材が一定の役割を担っているものの，夜勤や緊急時対応には言語能力や経験が求められるため体制
整備が不可欠と述べました．加えて，稼働率の維持が経営に直結するため，地域全域からの利用者受け
入れや外来・訪問診療の拡充など，多角的な取り組みを進めていると語りました．鈴木氏は，慢性期医
療は日本の医療体制の安定に直結する基盤であり，各施設が地域の実情に応じた工夫を重ねることが重
要だと指摘．猿原氏の取り組みを次世代のモデルとして評価し，今後も注目していきたいと結びました．
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■�高齢患者の転院先がない経験から

○鈴木：湖東病院は創立からかなり長い歴史を有し
ていますね．開設者である猿原孝行先生が先日ご逝
去されましたことは誠に残念であり，心からお悔や
み申し上げます．まだまだご壮健であられると思っ
ておりましたが，突然のことで大変驚きました．猿
原大和先生ご自身は，若い頃から「一人息子として
病院を継承しなければならない」という意識をお持
ちでいらしたのでしょうか．
○猿原：私はかつて東京都板橋区に所在した東京都
老人医療センター（現・東京都健康長寿医療セン
ター）の循環器内科に勤務しておりました．同院に
は東京都老人総合研究所も併設されており，当時か
ら高齢者医療の先端に触れる機会を得ました．その
際に痛感したのは，高齢の心疾患患者の転院先が極
めて限られていたという現実です．独居高齢者も多
く，自宅への退院が難しい例が大半でした．現在で
は在宅医療が大きく進展し，自宅療養が可能となる
ケースも増えていますが，20 年前は到底実現でき
る状況ではありませんでした．

慢性期病院に転院を打診しても，相談員レベルで
は受け入れを断られることが多く，やむを得ず私自

身が主治医として直接電話をかけてお願いしていま
した．
○鈴木：慢性期病院を中心に転院先を探されていた
のですね．八王子方面などにもご連絡をされたので
すか．

○猿原：はい．八王子に
も問い合わせをした記憶
があります．複数の病院
に依頼を重ねましたが，
多くは受け入れを断られ
ました．仮に転院できて
も，サチュレーションの
低下や胸部不快感など，
わずかな症状変化で再び
送り返され，当院のベッ

ドが埋まり，救急ホットラインを断らざるを得ない
事態に直面したこともありました．
○鈴木：その経験を通じて，高齢患者を専門的に受
け入れられる慢性期医療施設の必要性を強く意識さ
れたのですね．
○猿原：当時から心疾患患者の増加は明らかであ
り，今日言われる「心不全パンデミック」という言
葉こそ存在しなかったものの，学会でも将来的な心

猿原大和（さるはら　ひろかず）
医療法人社団和恵会理事長，介護医療院湖東病院院長
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2007年４月　東京医科大学循環器内科研究医
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不全患者の増大が繰り返し指摘されていました．し
たがって，慢性期病院や介護施設の場で心疾患を的
確に診療できる体制を整える必要があると感じまし
た．私自身が父の病院に戻るならば，そうした患者
を積極的に受け入れるべきだと考えたのです．
○鈴木：非常に意義深い動機だと思います．お父上
が運営されていた病院を社会に役立てたいという使
命感を抱かれたことが，帰郷を決断する契機になっ
たのですね．
○猿原：実際に父が運営する病院へ戻った当初は，
大学病院との働き方の違いに驚かされました．大学
病院勤務時代は日没前に帰宅することなど皆無でし
たが，慢性期病院では午後６時や７時に帰宅できる
日もありました．勤務時間も，大学病院では早朝６
時には出勤していましたが，現在は午前８時半まで
に出勤すれば十分であり，当初は戸惑いすら覚えま
した．

ただし，父は早くから病院経営において「働き方
改革」を意識しており，医師や職員の負担を軽減す
るためのシステム作りに注力していました．父自身，
開業医時代には 24 時間オンコール体制に苦労した
経験があり，その反省を生かして効率的で持続可能
な勤務体制を築いていたのだと思います．
○鈴木：まさに先見の明をお持ちだったのですね．
猿原先生もその理念を受け継ぎ，自らの意志で介護
医療院への転換を決断し，経営を主導されている．
お若いながらも強い信念を持って実践されているこ
とに敬服いたします．失礼ながら現在のお年をお聞
かせいただけますか．
○猿原：今年 48 歳になります．
○鈴木：比較的若い時期から院長・理事長としてご
就任されている印象があります．どのような経緯で，
おいくつの頃から病院に戻られたのですか．
○猿原：2010 年に湖東病院に戻りました．正確な
年齢は記憶しておりません．大学入学時と国家試験
合格時の二度，父から「将来どうするのか」「浜松
に帰ってくるのか」と問われました．当時は医師に
なったばかりで専門科も決まっておらず，明確に答
えることができませんでした．そのため「いつかは」
と曖昧な返事をしたのですが，父はそれを「必ず戻っ

てくる」と受け止めたようです．
○鈴木：一人息子でいらっしゃることもあり，そう
解釈されたのでしょうね．
○猿原：確かに，私が帰らなければ，いまのような
形で病院の存続は難しかったと思います．ただ父は，
私が別の道を進むのであれば病院を売却する覚悟も
持っていたようです．実際，父の友人であった北海
道の先生はご子息が継がないことを理由に病院を売
却されました．そうした事例もあって，「お前がや
りたいことをやるのなら病院は売却する」と早い段
階で言われました．
○鈴木：かなり早い時期から，そのような将来像を
突き付けられていたのですね．
○猿原：国家試験合格の頃にその話を受け，想定外
の重い問いかけに戸惑いました．曖昧な答えをした
つもりが，父には「帰ってくる」と受け止められて
いたのです．

湖東病院に戻ったのは，かなり急な出来事でした．
循環器内科の専門医資格を取得し，学位論文の執筆
も進めており，将来的には留学を考えていた時期で
した．しかし，湖東病院に勤務していた医師が相次
いで退職することになったのです．お一人は開業の
ため，もう一人は息子さんの大学進学に伴い転居を
希望されたためでした．その結果，父から「来年に
は帰ってきてほしい」と要請されました．さらに，
私の主任教授と父との間で話が進んでしまい，教授
からも「お父上が困っておられるので，戻ってもい
いよ」と簡単に許可が出ました．
○鈴木：なるほど．猿原先生は東京医科大学のご出
身であり，お父上も同じ大学のご出身ですね．
○猿原：私の担当教授は広島大学の出身でしたが，
私の結婚式で仲人をお願いした経緯もあり，父とも
個人的な交流があったようです．いずれにせよ，教
授から「学位論文には２年間の猶予がある．浜松市
の病院に戻ってから執筆を続けて提出すればよい」
と助言をいただきました．こうして 2010 年，私は
32 歳で湖東病院に戻ることとなりました．

■�コロナを契機にリーダーシップ

○鈴木：病院に戻られてから，院長および理事長に
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就任されたのはいつのことでしたか．
○猿原：湖東病院に戻った後，2015 年７月に院長
に就任し，その後 2018 年に理事長を拝命いたしま
した．
○鈴木：お父上は比較的早い段階で引退された印象
がありますが，その背景についてはいかがでしょう
か．
○猿原：父は「この先はどうなるか分からない．だ
から，若い人が高齢者の医療・介護・福祉を担うべ
きだ」という考えを持っておりました．したがって，
自らの年齢が 70 歳に達した時点で一区切りをつけ
ると決めていたようです．私に対しては，それまで
の経験や失敗を踏まえ，自分で判断し行動すべきだ
という期待を込めていたのだと思います．
○鈴木：理事長に就任されたのは，お父上が 70 歳
を迎えられた頃という理解でよろしいでしょうか．
○猿原：父は昭和 20 年生まれですので，当時は
73 歳でした．院長職については 70 歳の頃に私へ
継承し，最終的に 75 歳に引退いたしました．
○鈴木：確かに，やや早い引退とも思われますが，
ご本人にとっては明確な区切りがあったわけです
ね．猿原先生は当時まだ 37 歳で院長に就任され，
40 歳で理事長となられた．その若さでの覚悟につ
いてはどのように受け止めておられましたか．
○猿原：就任当初は，まだ十分な自覚を持てていな
かった部分もあったかもしれません．ただ，父が非
常勤として院内に関わり続けていたため，職員に
とっては父の存在が大きく残っていたと思います．
しかし 2020 年，ちょうど私が理事長に就任して１
年余りの頃に新型コロナウイルス感染症の流行が始
まりました．その時期から，情報が錯綜する中で正
しい情報を収集し職員へ伝達する責任や，ワクチン
接種の体制整備など多くの課題に直面しました．こ
うした対応を通じて，自然と私自身がリーダーシッ
プを発揮せざるを得ない状況となり，その経験を経
て職員からも理事長として認められるようになった
のではないかと考えています．
○鈴木：まさにコロナ禍が，理事長としての立場を
確立する大きな契機となったのですね．

■�補助金にこだわらず父の強い意向で

○鈴木：介護医療院の開設は，コロナ禍の時期，あ
るいは理事長就任とほぼ同時期だったのでしょう
か．
○猿原：理事長に就任したのは 2018 年４月ですが，
その前から介護医療院の開設を進めることは決めて
いました．補助金の活用が可能であると聞いていた
ことも後押しとなりました．実際には父が強い意欲
を示し，「早く取り組んだほうがよい」との判断で，
浜松市役所に自ら出向き，独自に申請を進めてし
まったのです．その結果，補助金を受けずに 2018
年５月から開設に踏み切ることとなりました．

背景として，湖東病院は 395 床を有しておりま
したが，老朽化の進んだ１号館を，安全性の観点か
ら父の代で取り壊しました．その後，2016 年に補
助金を活用して建て替えを行い，その際に転換型老
健へ移行する必要が生じました．転換型老健は介護
医療院の施設基準に近く，１床あたり８平方メート
ルという基準をすでに満たしていました．残された
課題はプライバシー確保のための整備であり，この
部分については自費で対応しました．
○鈴木：転換型老健の補助金を受けていたため，介
護医療院の補助金は受けられなかったのでしょうか．
○猿原：必ずしもそうではありません．介護医療院
としての補助金も申請可能でしたが，せっかちな父
の方針もあり，補助金の有無にかかわらず開設を優
先しました．
○鈴木：なるほど．補助金にこだわるより，まずは
早期に実現することを重視されたのですね．
○猿原：湖東病院はもともと転換型老健と介護療養
病床を併設していたため，一気に移行すると調整が
難しい部分もありました．建て替え後には１号館・
２号館・３号館が整備されましたが，現在もやや複
雑な構造となっています．たとえば湖東ケアセン
ターから湖東病院にベッドを移動させる場合や，同
一施設内であっても介護医療院の異なる棟へ移動さ
せる場合には，入所者との再契約が必要になるので
す．こうした課題を経て，湖東病院は 2020 年４月
に正式に介護医療院へ移行いたしました．
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■�介護保険はフェアな制度

○鈴木：お父上の行動力も大きかったと思いますが，
猿原先生ご自身が湖東病院を介護医療院へ転換する
決断をされた背景には，どのような理由があったの
でしょうか．
○猿原：正直に申し上げると，当時は大きな選択肢
が多くあったわけではありません．しかし，介護療
養病床を運営していた経験から，今後の社会構造の
変化に対応するためには介護医療院という仕組みが
不可欠であると感じていました．2040 年に向けて
死亡者数が増加することは統計的にも明らかであ
り，同時に医療ニーズの高い高齢者が急増すること
も予測されていました．そうした状況に対応する上
で，介護医療院は極めて重要な役割を担うと考えた
のです．

また，私が強く共感したのは介護保険制度の仕組
みでした．介護認定調査を経て，一次判定はコン
ピューターによる客観的な基準で行われ，さらに二
次判定では複数の専門家の目が入り最終的な要介護
度が決定される．その要介護度に基づいて報酬が算
定されるというプロセスは，極めて平等で公正な制
度設計であると感じました．医療保険制度に比べ，
病院や医療者の私見が少なく，全国どこでも一定の
プロセスで決められ，質が担保された同等のサービ
スが提供できるという点に強い意義を見出しまし
た．

さらに，当時は政府による介護療養病床廃止の方
針が示されており，当初は 2011 年度末に廃止予定
とされていましたが，延期が繰り返される中で新た
に介護医療院という制度が創設されました．その内
容を見たとき，従来の医療や終末期ケアに加えて「生
活の場」としての機能が制度的に位置付けられたこ
とに深く共感しました．

もちろん現実的にはすべてを個室化することは困
難ですが，せめて半個室を整備しプライバシーを尊
重しながら，最期の時を迎える際には医師や看護師
がそばにいる環境を提供することが理想的だと考え
ました．こうした理念に基づき，湖東病院を全面的
に介護医療院へ転換する方針を固めたのです．

○鈴木：私は日本介護医療院協会の会長を務めてお
りますが，ここまで積極的に介護医療院への転換を
進める若手経営者は決して多くはありません．介護
保険制度の公平性に着目し，その理念に共感して転
換を決断された点は，高く評価すべき理想の追求だ
と思います．最終的に病院全体を介護医療院へと移
行されたのは，猿原先生ご自身の判断によるものな
のでしょうか．お父上のご意見はどのようなもので
したか．
○猿原：私自身の判断で決断しました．父は特に異
論を唱えることはありませんでした．当初は，介護
療養病床の一部（40 床）を医療療養病床に転換する，
あるいは地域包括ケア病棟を設置するといった選択
肢も検討しました．しかし，その場合は新たに 16
名の看護師を確保する必要があり，人口減少が進む
地域において人材を安定的に確保することは極めて
困難と考えました．
○鈴木：浜松市における看護師の確保状況について
は，どのように感じておられますか．
○猿原：振り返ってみると，看護職員の確保よりも，
介護者職員の採用に苦労している印象があります．

■�競合がある厳しい周辺環境の中で

○鈴木：現在，介護医療院だけで約 400 床を運営
されています．当初の決断について，振り返ってど
のように評価されていますか．誤りはなかったと感
じられますか．
○猿原：実際には非常に難しい状況です．当グルー
プには二つの介護医療院があります．一つは和恵会
ケアセンターで，住宅地に位置するため，比較的入
所者が集まりやすい環境にあります．もう一つは湖
東病院で，こちらは過疎化が進む地域に所在してい
ます．

和恵会ケアセンターの場合は営業努力さえ怠らな
ければ一定の入所者を確保できますが，湖東病院の
ように周辺人口が少ない，かつ，交通の便が悪い地
域の介護医療院では，入所者の確保に困難を伴いま
す．地域内だけで入所者を募ると経営が成り立たな
いため，浜松市全域を対象として広く受け入れをし
ています．しかし現実には近隣住民の利用が中心と
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なるため，全市的な分散は難しく，稼働率確保には
依然として苦戦しています．

入所者数そのものは増加しており，介護医療院に
転換した当初と比較すると新規入所者は倍増しまし
た．しかしながら，死亡などによる退所数がそれを
上回る状況であり，結果として稼働率は低下してい
ます．
○鈴木：全国的に見ても，入院患者数の減少傾向は
顕著であり，これは介護医療院にも共通する現象か
もしれません．特に地方においては運営の難しさが
指摘されています．周辺に特別養護老人ホームや他
の介護施設が存在する場合，競合関係になることも
あるのでしょうか．
○猿原：当院の周辺には介護老人保健施設や他の介
護医療院もあり，いずれも非常に努力を重ねて運営
されています．例えば，急変時にもできる限り病院
へ搬送せず，自施設で看取りまで対応する体制を整
えています．老人保健施設についても，医師がオン
コール体制を維持し，土日でも対応するという話を
伺っています．
○鈴木：つまり，地域の介護施設はそれぞれが高い
専門性と献身性をもって取り組んでおり，互いに切
磋琢磨している状況だと言えます．その一方で，競
争環境が厳しさを増し，各施設が利用者獲得に奔走
せざるを得ない現実もあります．特に地方において
は人口減少や高齢者の分布により，利用者確保は容
易ではなく，今後さらに厳しさを増していく可能性
があります．そうした中で，猿原先生の施設はどの
ような工夫を重ねているのでしょうか．
○猿原：おっしゃるとおり，周辺施設が全体として
高いレベルで取り組む環境の中で，新規利用者を獲
得していかなければならないのは大変厳しい条件で
す．

■�時代に合った変化を

○鈴木：猿原先生は若くして院長・理事長に就任さ
れ，経営者としての歩みを積み重ねてこられました．
お父上を失われた今，経営者としてのリーダーシッ
プについて，どのような姿を目指しておられるので
しょうか．経営において求められるリーダーシップ

とは，先生にとってどのようなものでしょうか．
○猿原：父は非常に強力なリーダーシップを発揮す
る人物であり，まず一人で突き進み，あとを皆が追
いかけるスタイルでした．私は必ずしも同じ形の
リーダーシップを取る必要はないと考えています
し，真似もできません．むしろ，時代の変化に合わ
せて，私自身も病院も柔軟に変化していくことが求
められていると感じています．現在は大きな変革期
にありますので，柔軟さは不可欠です．ただし，そ
の一方で理念については決して譲ってはならない部
分があると考えます．理念を重んじ，確固とした基
盤を持ちながら，地域のために実直に取り組む姿勢
こそが重要であると思います．

○鈴木：院長・理事長と
して組織を率いながらも，
現場に根ざした活動を続
けておられる点が印象的
です．現場主義を貫き，
職員とともに働く姿は，
まさにリーダーシップその
ものであり，職員に背中
で示す存在になっている
のではないでしょうか．

私は変化を恐れず挑戦することが病院の発展につ
ながり，結果として職員の待遇改善や笑顔に結び付
くと職員に伝えています．猿原先生も先ほど「変
化」という言葉を強調されましたが，まさに今の時
代においては，変化を正しく捉え，積極的に対応し
ていく姿勢こそが最も重要であると私も考えており
ます．

私は「変化を進化に　進化を笑顔に」という言葉
を大切にしています．2009 年に鶴巻温泉病院院長
になり 16 年経ちました．院長になった時に作った
造語ですが，今では私のモットーとなっています．

日本は超高齢社会に対応するために，医療・介護
行政，制度，社会システム等さまざまなものが大き
く変化し，そのスピードも速くなっています．その
変化に躊躇せず柔軟に対応することで，病院が進化
し，進化することで，患者さん，職員，地域の満足
度が上がり，皆さんが幸福になり笑顔になるという

鈴木龍太氏
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意味です．
ノーベル賞受賞者がよく�Serendipity（セレンディ

ピティー）という言葉を口にします．何かを探して
いるときに，探しているものとは別の価値があるも
のを偶然見つけ，それをきっかけに，幸運をつかみ
取ることというような意味です．変化を追っている
と予想されていたものと違う方向に進化・深化する
ことがあります．例えば，携帯電話が IOT や財布
がわりになったり，コンビニが銀行，見守りの役割
を担うようになったりしていることです．変化に順
応していくと，社会が本当に必要としている方向に
向かって新しい発想が生まれ，Serendipity のよう
に思いがけないものが生まれるかもしれません．と
ても楽しみです．

当院も 16 年で大きく変わりました．これからも
進化・深化を続け，三喜会の理念にあるように「患
者さまとそのご家族，地域社会，ならびに病院職員
の三者」が笑顔になるように努力を続けたいと考え
ています．

■�独立型介護医療院のメリット

○鈴木：私もそうですが，経営にあたって，やはり
困難や苦労も多いのではないでしょうか．特に人材
の確保は全国的にも大きな課題です．採用活動や職
員の定着，さらには人材不足に伴う負担増加など，
経営者として相当なストレスを感じられることもあ
るのではと思います．人材集めを含め，経営におい
て最も大変だと感じられる点についてお聞かせくだ
さい．
○猿原：確かにストレスはあります．最も大きな課
題は人材確保です．ただ最近では，50 代前後の比
較的若い医師が当院に勤務してくださるようになり
ました．彼らはワークライフバランスを重視して当
院を選び，真摯に診療に取り組んでいます．仕事に
対して責任感が強く，当直やオンコール業務にも快
く対応していただける点は非常に心強いです．
○鈴木：それは大変助かりますね．介護医療院では
当直業務が不可欠ですが，その部分を担ってくれる
医師が確保できるのは非常に大きい．
○猿原：当直にも対応していただいています．従来

はベテラン医師が「大丈夫，あとは私が診ておく」
といった暗黙の支え方をしてくれていましたが，今
の世代は「対応します」と明確に引き受けてくれる
一方で，その分の対価もきちんと求める傾向があり
ます．ある意味ドライですが，責任の所在が明確で
あり，組織としてはむしろ健全なあり方だと感じて
います．
○鈴木：確かに，そうした割り切りも現代的で良い
のかもしれません．医師が一定数集まることは安心
につながりますが，それでも人材確保においては看
護職や介護職が大きな課題ではないでしょうか．
○猿原：おっしゃるとおりです．特に介護職員の確
保にはとても苦労しています．看護師については
ナースバンクを通じた紹介などでなんとか採用でき
ていますが，介護職は状況が厳しい．現在，当院に
は 27 名の外国人介護職員が勤務しています．

外国人材に関しては，一時は 30 名まで在籍しま
したが，現在は 27 名に減りました．本音を言えば
日本人の人材を確保したいのですが，夜勤や土日勤
務といった条件を満たしてくれる若い日本人の確保
は難しい状況です．外国人職員にも夜勤を担ってい
ただいていますが，介護医療院の夜勤体制は 40 床
に対して看護師１名と介護職員１名という条件です
ので，一定の日本語能力と経験を備えた人材でなけ
れば対応は困難です．今後は，より多くの外国人職
員に教育をし経験を積ませて，育てあげることが不
可欠と考えています．
○鈴木：やはり介護職員の確保はどこも苦労してい
ますね．私の施設では野球部をつくったところ，野
球をしたいという若い日本人男性が数名入職してく
れたことがありました．何らかの工夫が必要であり，
この先どうなるのか不安を抱かざるを得ません．

■�最大の課題は稼働率

○鈴木：介護職員の確保以外に，経営面で特に大き
な課題と感じている点はありますか．
○猿原：最大の課題は湖東病院における稼働率の維
持です．入所者の新規受け入れは順調に推移してい
るものの，高齢者施設の特性上，退所に至るケース
も多く，そのバランスが経営に直結します．稼働率

JMC161 号■ 372025  October

日慢協リレーインタビュー



がわずかに低下するだけでも収支に大きな影響を与
えるため，常に安定的な運営を意識せざるを得ませ
ん．さらに，地域の人口構造の変化や周辺施設との
競合もあり，単に入所者を確保するだけではなく，
いかに継続的に信頼を得ながら経営を安定させるか
が重要な課題です．
○鈴木：確かに今は経営環境が厳しいですね．物価
上昇の影響も大きく，これは全国の経営者が頭を抱
えている問題だと思います．
○猿原：一方で，独立型の介護医療院を運営してい
る利点として，処遇改善加算の恩恵を職員全体に直
接反映できる点があります．病院側の持ち出しを伴
うことなく，全ての職員に処遇改善手当を支給でき
るのは大きな強みです．そのため，介護医療院の介
護職員は，他施設に勤務する職員と比べ，やや待遇
が良い場合もあります．
○鈴木：なるほど．病院併設型の場合は，病院職員
との給与バランスを考慮する必要があるため，その
点は独立型介護医療院ならではのメリットですね．
さらに，若い医師が入職されている点も印象的です．
慢性期や介護医療院で勤務することに，どのような
動機や希望を持っておられるのでしょうか．それと
も，ご自身のワークライフバランスを重視しての選
択なのでしょうか．
○猿原：具体的なことまでお話しできませんが，お
二人は静岡県という温暖な地への移住を希望され，
当院と勤務条件も合致したことで，当院に入職して
頂きました．もう一人は，開業目的に地元へ戻った
はいいが，地域の過疎化による外来者数の減少など
により，将来性を見いだせないという理由で継承せ
ず，当院で勤務を続ける選択をされ，すでに 10 年
以上在籍してくださっています．今後も継続して勤
務いただけるものと期待しています．

■�外来診療の拡充を検討

○鈴木：開業医が厳しい状況に直面する中で，貴院
の介護医療院では訪問診療にも取り組まれていると
伺いました．どのように展開されているのでしょう
か．
○猿原：ほとんど私自身が担当しています．関連法

人も含めるとサービス付き高齢者向け住宅を二つ運
営しており，合計約 70 戸を有しています．そこに
入居される方々のうち，訪問診療が必要な方には対
応しており，往診依頼があれば私が直接訪問する体
制を取っています．経営全体を考えると，介護需要
は今後も増大することが見込まれ，特に在宅医療や
訪問診療のニーズが高まると予測されます．そのた
め，介護医療院の枠組みだけでは十分に応えきれな
い部分を補うべく，病病連携を強化し，円滑なコミュ
ニケーションを通じて迅速に患者を受け入れる体制
を整えてきました．しかし，それにも限界がありま
す．

そこで現在，父の時代に縮小した外来診療の拡充
を検討しています．付属クリニックには現在１日
20 ～ 30 人ほどの患者が来院していますが，これ
をさらに増やし，加えて訪問診療の体制も強化した
いと考えています．もっとも，すべてを私一人で担
うのは大きな負担であり，正直に言えば非常に大変
です．それでも，まずは院長である私自身が率先し
て取り組むことが重要だと考えています．時には東
京出張中や会合の最中に電話がありますし，実際に
行かないといけない場面もあるので負担は小さくあ
りません．

幸い，最近では訪問診療に関心を持つ医師が新た
に加わる予定があり，その方に色々と教えていただ
き，協力して体制を整えられることを期待していま
す．全体として，当院は比較的医師に恵まれており，
世代交代も進んでいます．若手や中堅医師の比率が
高まりつつあり，医師層の安定化は経営面でも大き
な安心材料となっています．

■�シンプルなマネジメントが実現できる

○鈴木：介護医療院を運営される中で，実際に感じ
ておられるメリットについてお聞かせいただけます
か．
○猿原：当院は介護医療院に特化しているため，運
営面では非常にシンプルであると感じています．他
の医療病棟を併設している病院では，診療報酬や病
床機能ごとの収支計算など複雑な要素を考慮する必
要があります．しかし，介護医療院のみであれば，
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基本的には要介護度と稼働率を把握していれば運営
の見通しが立ちやすい．極端に言えば，高度な専門
知識がなくても経営判断が可能な部分が多く，シン
プルな形でのマネジメントが実現できています．
○鈴木：確かに，ベッドの稼働を安定させることが
そのまま経営の安定につながるわけですね．シンプ
ルで分かりやすいという点は大きなメリットです
し，効率的な運営が可能になるということです．介
護医療院という仕組みの良さがそこに表れているよ
うに思います．
○猿原：医療保険の他病棟を併設している介護医療
院の場合，入所者の病状が悪化すると，医療療養病
床や地域包括ケア病棟へと移っていくケースが多い
と思います．しかし，介護医療院のみであれば，そ
のまま同じ施設で療養を続けることになります．当
院だけではなく，おそらく介護医療院の入所者はほ
とんどが認知症の方です．認知症の方は環境の変化
にとても敏感です．病棟が移ることで不穏になるこ
とをよく経験します．一方，独立型介護医療院では，
病状が変化しても同じ環境で同じスタッフが治療，
ケアにあたりますので，認知症周辺症状が悪化する
ことなく，比較的穏やかに過ごされるように思えま
す．

同じスタッフが継続してケアを行い，同じ環境で
療養生活を送ることができる点は，介護医療院の大
きな強みであり，入所者にとっても安心感につな
がっていると考えています．

■�要介護度のギャップという課題

○鈴木：猿原先生の介護医療院では，医療的ケアを
必要とする方々を積極的に受け入れておられると
伺っています．そのため看取りの症例も多く，医療
と介護を一体的に提供し，一つの施設で完結できる
体制を実現されている点は特筆すべきです．全国的
に見ても，こうした取り組みを継続的に行っている
介護医療院はまだ多くはなく，理想的なモデルとし
て今後ますます注目を集めるのではないかと思いま
す．
○猿原：ありがとうございます．しかしながら，要
介護度のギャップといった課題も存在します．近年

では，終末期でありながら要介護度が低い状態で急
性期病院や在宅から直接入所される方が増えていま
す．その結果，要介護度の変更申請が間に合わず，
認定調査員が来る前に亡くなられるケースも少なく
ありません．私は介護保険制度をフェアで優れた仕
組みだと評価していますが，制度運用上のこうした
矛盾は改善の余地があると感じています．

また，「終末期には不要な医療を控えるべきだ」
という考え方も一部にありますが，実際には苦痛を
和らげるための緩和ケアや，発熱や脱水への対応，
点滴の実施，ご家族への説明など，医療的介入がど
うしても必要となります．介護医療院はまさにその
役割を担う場であり，医療と介護の両面から最期ま
で支える体制を整えることが求められていると考え
ています．
○鈴木：終末期における医療的ケアは，不要か否か
の議論ではなく，患者の尊厳と生活の質を守るため
に必要な支援として提供されるべきです．しかし現
行制度では，要介護度に基づく報酬体系のために，
実際の医療的・介護的負担と評価が必ずしも一致し
ていません．現場が適切に機能するためには，制度
的な改善が不可欠だと感じます．これは今後の介護
保険制度の持続可能性を考える上でも重要な課題で
す．
○猿原：医療・介護双方で多大な労力をかけている
にもかかわらず，要介護度が低いままでは十分な報
酬を得られない現状には大きな疑問があります．今
後の制度改正において，こうした実態が適切に評価
される仕組みが導入されることを強く期待していま
す．
○鈴木：まさに介護保険制度の弱点がそこに表れて
います．公平性を基盤とした制度ではあるものの，
現場の実態に即した柔軟な見直しがなされなけれ
ば，制度疲労を招きかねません．高齢化が加速する
日本において，制度の持続性と現場の負担軽減を両
立させるための改革が急務であると考えます．

■�療養病床と介護医療院の機能分化

○鈴木：猿原先生はお父上の代から慢性期医療に深
く関わってこられました．現在の慢性期医療，そし
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て今後の慢性期医療の課題について，介護医療院を
含め，どのように考えておられますか．今後 10 年
を見据えたとき，慢性期医療はどのように変化して
いくとお考えでしょうか．
○猿原：慢性期医療の病床は近年大幅に減少し，約
６万床ほどが削減されたといわれています．これら
がどの程度，介護医療院へ移行したのか，正確なと
ころはまだ見えにくい部分もあります．ただし，利
用者を十分に確保できない，あるいは人材不足に直
面している病院や介護施設は，今後淘汰が進む可能
性が高いでしょう．

その中で介護医療院は，介護と医療を両立できる
点で理想的な形態だと考えています．財政的にも医
療費が逼迫する中，介護医療院が担う水準の医療が，
要介護度の高い方々にとって現実的かつ理想的な受
け皿になり得るのではないでしょうか．

将来的には，医療療養病床は役割がさらに限定さ
れ，神経難病や透析，人工呼吸器管理が必要な患者
など，集中的かつ高度な医療を必要とするケースを
支える場として機能していくのだろうと思います．
一方で，終末期医療やターミナルケアは介護医療院
が主体となって担い，その機能分化が明確になって
いくと予測しています．
○鈴木：確かに，ターミナル期においては必ずしも
高度な医療処置が求められるわけではなく，むしろ
苦痛を和らげ，生活の質を保つケアが中心となりま
す．その意味で，介護医療院が果たす役割はますま
す重要になり，医療療養病床と明確に区別される方
向性は不可避でしょう．今後は各施設がその特性を
発揮し，地域における役割をどう明確に位置づけて
いくかが問われる時代になると思います．
○猿原：そうですね．医療療養病床で高度医療を必
要とする患者への対応が十分にできない施設は，経
営的にも存続が難しくなるでしょう．介護医療院と
医療療養病床のすみ分けが進む中で，それぞれが専
門性を発揮しつつ持続可能な形を模索していく必要
があります．
○鈴木：猿原先生はまだ若く，今後も新しい挑戦を
積極的に重ねていかれると思います．私自身，日本
介護医療院協会の会長として，湖東病院の取り組み

に引き続き注目し，慢性期医療の未来を共に切り拓
いていきたいと考えています．

■��地域のニーズを考え，工夫して乗り越
える

○鈴木：今後，個人として新たに挑戦してみたいこ
とがあればお聞かせください．仕事一辺倒では心身
の負担も大きくなりますので，趣味やプライベート
の面も含めてお話しいただければと思います．
○猿原：まずは仕事の話ですが，医療面で外来診療
のさらなる拡充と訪問診療の本格的な再開に取り組
みたいと考えています．すでに一部は開始していま
すが，まだ十分な体制とは言えません．地域のニー
ズに応えるためにも，外来・訪問診療の両面を強化
し，より充実した形で提供できるよう挑戦したいと
思っています．

プライベートというか，生活面ですが，アルコー
ルの摂取量を減らすことが目下の課題です．決して
詳しくはありませんが，10 年ほど前からワインが
好きになり，ついつい買ってしまいます．自宅で一
人飲みしながら，全く頭には入りませんがニュース
や映画を見たり，新聞を見ることが大好きです．で
すが，いまやアルコールは健康リスクと位置付けら
れていますので，少しでも減らそうと休肝日を週２
日以上設け，スマートフォンのアプリで管理しなが
ら取り組んでいます．�

また，こちらは真面目な話ですが，子どもが来年
大学受験を控えていることもあり，自分自身も英語
を改めて学び直したいと考えています．大学時代に
は留学を希望して英会話スクールに通っていた経験
があるのですが，医師としてのキャリアを歩む中で
英語学習からは遠ざかっていました．鈴木先生は
NIH に留学されたご経験をお持ちですが，そのよう
な国際的な視野を私ももう一度取り戻したいと考え
ています．医療の現場においても国際的な情報収集
や交流は欠かせませんので，改めて英語を学ぶこと
は自分自身の成長にもつながると思っています．
○鈴木：非常に具体的で意欲的な目標をお持ちです
ね．アルコールのコントロールについては，最近の
アプリは非常に進化しており，飲酒量や休肝日の管
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理だけでなく，健康データと連動して体調変化を可
視化する機能もあります．こうしたツールを活用す
れば，無理なく生活習慣を改善できるでしょう．ま
た，英語学習に関しても，オンライン教材や AI を
活用した学習支援が整っており，隙間時間でも効率
的に取り組むことが可能です．地域医療に貢献しつ
つ，自身の健康や学び直しにも取り組まれている姿
勢は，経営者としても臨床医としても非常に素晴ら
しいと感じます．

それでは最後に，猿原先生ご自身も若手経営者で
いらっしゃいますが，日本の慢性期医療に携わる次
世代の仲間たちに向けて，ぜひメッセージをお願い
いたします．
○猿原：慢性期医療は，地域にとって不可欠な社会
インフラであると確信しています．日本慢性期医療
協会の諸先生方も常に強調されていますが，慢性期
医療に活力がなければ，日本全体の医療体制の安定
は到底望めません．現在は人材不足，財源不足とい
う二重の困難に直面し，極めて厳しい時代を迎えて
います．しかし，こうした状況だからこそ，各地域
の実情やニーズを冷静に見極め，柔軟に工夫を凝ら
して対応していくことが重要です．

慢性期医療は単なる受け皿ではなく，地域包括ケ

アシステムの根幹を支える存在です．看取りや慢性
疾患管理といった役割を着実に果たすことが，国民
の安心につながります．若手世代の私たちが創意工
夫をもって課題に取り組み，地域に信頼される存在
であり続けることが，慢性期医療の未来を切り拓く
力になると信じています．ともに連携しながら，こ
の困難を乗り越えていきましょう．
○鈴木：「工夫して乗り越える」という力強いお言
葉は，次世代を担う若手への大きなエールになると
思います．本日は貴重なお話をありがとうございま
した．

対談を終えて　（左）鈴木龍太氏，（右）猿原大和氏
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１．はじめに

アロマセラピーとは花や葉，果実などの植物から
抽出された香りの成分である「精油」を使用した自
然療法である．精油には薬理作用があり，気持ちや
呼吸を穏やかにし，不眠をやわらげるのもある．香
り成分が鼻や肺，皮膚から吸収され（図１），これ
らの経路を通じて心身に様々な影響を与えると考え
られている（図２）．当医療療養病棟は長期間入院
されている高齢者が多く，在宅への移行や施設退院

を目標にリハビリが行われている．また，人生の最
期を穏やかに過ごされ，看取る機会もあり，患者・
家族に寄り添った看護がとても大切になる．今回，
慢性症状を抱えた症例に対し，アロマセラピーで最
も効果が高いとされるトリートメントによるタッチ
ングケアを行い，症状や心理的変化について，どの
ような効果がみられるかを検証し，得られた結果に
ついて報告する．

２．当院の概要（写真１・２）

当院は東京都の多摩地域の中心部分にある．丈の
高い樹木が林立し，野鳥が多く集まる諏訪ノ森公園
から道路一つ隔てた東側に位置する．2025 年に創
立 80 周年を迎え，地域包括医療病棟 79 床，療養
病棟 36 床のケアミックス型病院を展開．地域住民
が住み慣れた場所で安心して生活できるよう医療・
介護・福祉の連携を強化し，シームレスな支援提供
を目指している．看護部方針は，患者・ご家族の目
線にたち，思いに寄り添い，心のこもった温かいケ
アが提供できることを目標とし，実践している．

アロマセラピートリートメントによる心理的作用・
薬理作用・タッチング効果の検証

～アロマセラピーケアの導入とその後の取り組み～
医療法人財団　立川中央病院（東京都立川市）

病棟看護師  堀田真紀（AEAJ アロマセラピスト資格保有） ，米倉美枝子
理事長・院長  木村政人　看護部長  伊東恵美子

図1　�香りが吸収される3つのルートについて�
（※aromicstyle.comより転載）�

図 2����香りでリラックスできるメカニズムについて�
（※aromicstyle.comより転載）

写真１�　立川中央病院の外観
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３．看護研究の取り組み

＜対象者＞
主治医の許可が得られ，患者・家族が看護ケアに

アロマセラピーを希望された７名．
＜期間＞ 

2023 年７月４日～ 2024 年９月 20 日
＜方法＞
①�好きな香りを選び，上肢もしくは下肢の 20 分間

のアロマセラピートリートメントケアを実施．
＊�エフルラージュ（手のひらを密着させ，軽くなで

さする．）
＊�ホールディング（上肢もしくは下肢を，やさしく

両手で包む．）
②�材料
＊�精油：ラベンダー，オレンジ（PRANAROM 社：

成分含有率分析表のあるもの）
＊�植物油：ホホバオイル（nealsyard：オーガニッ

ク製品）
＊ �AEAJ 公益社団法人日本アロマ環境協会の推奨す

る１％濃度に希釈し，使用する．
＊�パッチテストを実施，精油・植物油に対する即時

型アレルギーがないことを確認する．
＜データ収集＞
①自律神経系活動（体温・脈拍・血圧測定）
②心理学的評価（フェイススケール，聞き取り調査）
＜倫理的配慮＞

本研究について，趣旨・方法などについて十分に
説明し，同意を得た．また個人が特定されないよう，
十分に配慮した．

＜患者紹介＞
７名の患者紹介を図３に示す

＜結果＞

①�自律神経系活動：体温は若干の上昇あり．血圧・
脈拍は大きな変動は見られなかった．

②�心理学的評価：聞き取り調査は図４，フェイスス
ケールの変化は図５に示す．聞き取り調査（図４）
では，「気持ち良い」「香りに癒された」「もっと
してほしい」など半数以上に聞かれ，気持ちが否

写真２　共に働く病棟スタッフの仲間たち

図３

図４　聞き取り調査の結果

図５　フェイススケールの結果
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定的に変化した症例はなかった．アロマセラピー
トリートメントケアが患者にとって有意な結果が
得られた．

＜事例紹介＞
①Ａ氏のケアの実際（スライド１・２）

息子さんと一緒に５回のケアを実施．オレンジ精
油と保湿効果のあるホホバオイルの使用により，肌
水分計測値の改善がみられた（スライド１）．精油
成分分析表（lot.BCSZ133）によるとオレンジには
リモネンが 95.92％と多く含まれる．柑橘系特有の
リモネンは，人がリラックスした時に脳内に出現す
るα波が発現することが知られている（スライド２）．
好きな香りを使用し，家族からの触れ合いで症状が
やわらいだことは，家族の満足感につながり，介護
意欲を高め，家族支援のひとつになったと考えられた．

②Ｄ氏・Ｆ氏・Ｇ氏のケアの実際（スライド３・４）
Ｄ氏は，思い出話や家族・病気への思いを語る場

面がみられた．香りと心地良いケアの触れ合いで，
信頼関係が深まり，自分の思い・人生観を語るなど，

自己表出や自分への気づきが生じ，ありのままの気
持ちを聞くことができた．人生観や抱えている思い
を知ることで，看護の方向性を知るきっかけを得る
ことができた．ラベンダー使用の症例は５例であっ
たが，20 分後の全ての症例で，フェイススケール（図
５）で１～３段階の改善がみられ，入眠される症例
も複数みられた．精油成分分析表（lot.BLAH150）
ではリナロールと酢酸リナリルが多く含まれる．エ
ステル類は鎮静，鎮痛，気持ちを落ち着かせるなど
のはたらきがあり，好きな香りと心地良いケアで症
状がやわらいでいた可能性が考えられた．

③家族と一緒に行うケア（スライド５・６）
７症例中６症例では家族と一緒にケアを実施し

た．好きな香りに包まれ，患者が喜び，穏やかに入
眠される，愛情や楽しさを分かち合うなどの体験
は，家族間の結びつきを深めることができたと考え
る．また，衰弱していく様子・残された時間を感じ
とり，お別れの心の準備をするという効果がみられ
た．前述のうち，４症例は家族と一緒にエンゼルケ

スライド１　肌水分計測値と家族からの感想

スライド 3�　ラベンダー精油について

スライド２　A氏の様子とオレンジ精油について

スライド４�　F氏とG氏からの感想
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アを行った．香りを使用したオイルは保湿・におい
の対策にも有効であった．患者の穏やかな表情を思
い，一緒にエンゼルケアをすることで，家族には安
堵した表情がみられた．安らかなお別れの時間は，
家族とスタッフの心のケアにもつながると言われて
おり，グリーフケアにつながる可能性もあると考え
られた．ケアをした私たちは患者・家族と共に心地
良い体験を共有し，ケアすることに充実感を感じ，
患者・家族とじっくりと向き合える貴重な時間を得
ることができた．結論をスライド７に示す．

４．現在の取り組みについて

2025 年２月より，スタッフ間で学習後（写真３），
アロマのケアを導入．オレンジ，ラベンダー，ロー
ズ（写真４）などのオイルを使用．医師許可を得て
から，ケアは看護指示や決まりごとにはせずに，患
者・家族・スタッフ間で触れ合いを自由に楽しむと
いう形をとり，ケアの様子を看護記録に残し，毎月
の評価と報告を行っている．

＜スタッフからの感想＞
・�認知症の患者さんにケアをしたら「気持ちが良い

においがするね」と反応みられ，気持ちに良い変
化をもたらすことができた．

・�家族と一緒に心を込めてエンゼルケアを行うこと
ができた．

・�家族から感謝の言葉をいただけて嬉しかった．
・�爪切りや検温のわずかな時間でも，香りを喜んで

いただけた．

＜家族からの感想＞（写真５）
・�部屋が良い香りになり，病室の雰囲気が明るく

なった．
・�良い香りですねと，周りの方に声をかけられて嬉

しかった．
・�はじめは，見ていただけの兄も，父の身体に触れ

てくれるようになり，家族みんなが嬉しい気持ち
になり，素敵なスキンシップができた．

・�入浴ができなかったので，嬉しかった，気持ちも
明るくなった．

スライド５���F氏，G氏の感想

写真 3　�スタッフ同士での学
習会

写真 4����病棟に設置している
オイル

スライド６　家族からの感想

スライド７
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５．今後の展望

日々の業務の中で，じっくりとアロマケアの時間
を作ることは難しく，今後の課題であるが，患者・
ご家族の肯定的な反応は，スタッフのやりがいと
日々のケアにつなげられていると考える．つらさや
不安の緩和，信頼関係構築，リラクゼーション，心
の安定や自己表出など，QOL 向上に貢献できる可
能性があり，ケアの方法になり得ると考える．また，
2025 年７月にはスタッフの努力が実を結び，病棟
のバルコニーに “ 野の花ガーデン ”（写真６・７）

を作ることができた．今後も，アロマのケアと園芸
療法を大切に育み，その人らしい生き方や思いに深
く寄り添い，より良い看護を紡いでいきたい．

【参考文献】
１）�アロマセラピー�標準テキスト第二版，日本ア

ロマセラピー学会，2022，丸善出版
２）�アロマセラピーの導入～チーム医療の現場で起こ

る「困った」に対応するために～，佐藤玲子，が
ん看護１・２�．2020�Vol.25�No.1，P68～72

３）�ケモタイプ精油小辞典，Ver.3�，2022，NARD�
JAPAN

【電子文献】
１）��AEAJ日本アロマ環境協会，http://www.aroma�

kankyo.or.jp
２）�アロミックスタイル，http://aromicstyle.com

写真５���患者様とご家族のふれあいの様子 写真７�　野の花ガーデン

写真６　お花や野菜を大切に育てている様子
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１．背景と目的

介護医療院とは長期的な医療と介護のニーズを併
せ持つ要介護高齢者を対象として，「日常的な医学
管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能
と，「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設と
されている（介護医療院公式サイトより）．

当施設である介護医療院名南ふれあい病院は
2018 年８月，介護療養型病床から転換し，名古屋
市で最も早く介護医療院としての運営を開始した．
経管栄養を必要とする方や，重度の認知症・脳血管
障害の後遺症により寝たきりとなった方など，医療
依存度の高い利用者の受け入れが多く，現在の平均
要介護度は 4.4 と高い．医療と介護の両側面からの
包括的な支援を必要とする方が多く入所しているの
が現状であり，近年では，在宅や他施設で療養中に
骨折や体調急変で入院し，その後に従前の生活へ戻
ることが困難となった方や，複数の医療機関を経由
して当施設へ辿り着くケースも増加している．加え
て，長期入所を経て高齢化が進み，看取り期を迎え
る利用者も少なくないなど，背景や状態像の多様化
が進んでいる．

前身の介護療養型病床は介護保険施設でありなが
らも，職員の間では「病院」という意識が強く，安
全性を最優先とするケアが多く見られた．しかし，
介護医療院への転換から７年が経過した現在，「生
活を支援する場」としての意識が職員の間に徐々に
浸透しつつある．これに伴い，これまで「無理では
ないか」と判断されていたことに対しても，入所者
や家族の「やりたいこと」を尊重し，可能性を探り
ながら支援する姿勢が広がり，結果につながるケー
スも増えてきている．

例えば，前院では「飲み込みができない」と判断
され看取り入所された方が，しっかり３食を口から
食べられるようになったケースや，立ち上がりに介
助が必要な方でも本人の強い希望を尊重しトイレで
の排泄を練習したケース．身寄りがなく独居生活は
困難とされていた方が，ご本人の強い希望で新しい
住まいを探し，自宅退所を叶えたケース．さらには，
100 歳を迎えられた方の「最期は家で看取りたい」
というご家族の願いを支援し，自宅での看取りを実
現したケースなど，多くの可能性を広げている．

本稿では，介護医療院という制度の枠組みにおい
て，医療的関わりを持ちつつも生活の質を高め，入
所者の希望を最大限に尊重・実現することを目指し
た当施設の取り組みを報告する．

２．施設の特性と機能

医療法人名南会は，名古屋市南部を中心に展開す
る医療法人である．周辺には急性期病院や回復期リ
ハビリテーション病棟，介護老人保健施設，通所系
サービス，訪問系サービスなどが多く立地し，医療・
介護資源が比較的充実した地域に位置している．

当法人では「優しく『ふれあい』，楽しく『かた
らい』，強い『きずな』で結ばれた医療・介護ネッ
トワークの未来を，患者さん・利用者さん・地域の

「できない」を「できる」に変える介護医療院の挑戦：
希望に寄り添う生活支援の実践

医療法人名南会　介護医療院名南ふれあい病院（愛知県名古屋市）

リハビリテーション課主任　言語聴覚士　田宮浩司

写真１　介護医療院の理念
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みなさんと共に描いてい
きます．」というモットー
のもと，病院・施設・在
宅をつなぐ多様な機能を
展開している．

その中でも当施設は医
療と介護の両面から支援
を行う介護医療院として
機能．経管栄養・喀痰吸
引などの医療的処置が必
要な方の受け入れ，人生
の最終段階においても，
その人らしい看取りが実

現できるよう，多職種が連携した支援体制を構築．
また，長期入所中でも家族や地域とのつながりを大
切にし，生活の質を高める工夫にも取り組んでいる．

リハビリテーション体制としては，理学療法士１
名，作業療法士１名，言語聴覚士２名を常勤で配置
し，「寝たきりにさせない」「もう一度口から食べる
楽しみを持つ」ことを目標に，入所者一人ひとりの
最大限の力を引き出し，生活に結びつく個別性の高
い支援を実践し，利用者ひとりひとりが安心して過
ごせるよう，必要な体制と設備を整えている．

【事例紹介】
ケース①　「好きなコーラなら飲むかもしれない」
■ 基本情報
80 代男性
既往歴：脳梗塞後遺症（Ｘ－５年）　ADL：全介助
認知機能：CBA�16/30 点（重度）
※ �CBA：Cognitive-related�Behavioral�Assessment（認

知関連行動アセスメント）
認知機能を６つの分野（意識，感情，注意，記憶，
判断，病識）に分けて評価する簡便な評価方法．各
５点満点で最大 30 点．合計点で総合的な重症度を
判定．
■ 入所時の状況

妻と自宅で生活しながら通所リハビリを継続して
いたがＸ年６月に脱水で入院．その後の再入院や感
染症を契機に ADL 全介助となり寝たきり状態へ移
行．経口摂取が安定せず，栄養補助食品と水分摂取

（トロミ付き）のみで点滴併用．在宅復帰は困難と
判断され，Ｘ年９月に当介護医療院へ入所．
■ 経過

入所後も経口摂取は安定せず，栄養補助食品によ
る対応が続いた．入所１ヶ月でも摂取は不安定な状
態であったが，義歯がしっかり合っていること，痰
がないこと，嚥下評価では条件を設定すればしっか
りと食べる / 飲むことができる機能はあることを確
認．ゼリーやペーストが今まで提供されていたが，
見た目の良いご飯を提供したらどうかと ST 対応の
元でおにぎりでの試食を実施．それまで介助しても
ほとんど食べられなかったが自分でおにぎりを持っ
て食べる様子がみられた．しかし，水分摂取は変わ
らず進まず末梢点滴も血管が細くいつできなくなる
かという不安が強く，脱水リスクは高いまま変わら
ず．元々パンとコーラを好んで摂取されていたとい
うご家族の情報および，本人の「飲みたい（食べた
い）」という意思を尊重．誤嚥・窒息リスクを考慮
し，ST 対応のもとでパンとコーラでの摂取を開始．
かなりパサつく様子はあったものの，本人は自然と
水分（コーラ）を一緒に摂取され食べ方や飲み込み
方の工夫も見られた．介護・看護職員も同様に付きっ
きりで支援を行い，慣れてくるとパンを右手に，コー

写真２　病院外観

図１　名南会事業所一覧

医療法人名南会
病院・診療所 名南病院　名南ふれあい病院　名南診療所　中川診療所

介護関連施設

居宅介護支援事業所

訪問看護

訪問介護

訪問リハビリ

デイケア(通所リハ)

デイサービス(通所介護)

保育施設

名南介護老人保健施設 
かたらいの里

介護医療院 
名南ふれあい病院

住宅型有料老人ホーム 
ひなた

名南病院　名南ふれあい病院　名南診療所　中川診療所

名南訪問看護ステーションきずな

名南ヘルパーステーションきずな　ヘルパーステーションひなた

名南病院　名南ふれあい病院

名南介護老人保健施設か
たらいの里 名南診療所　中川診療所

デイサービス庵

そらっこ病児保育室　まめっこ保育園・つちっこ保育所
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ラを左手に持ち安定して食べ続けることができた．
義歯が安定し咀嚼もしっかりと可能で誤嚥の心配は
ほとんどなく過ごすことができていたが，１ヶ月経
過した時点で再び摂取量が減少し，好きだったもの
も食べられなくなり看取り対応へ移行．その後は穏
やかに経過し逝去された．
■ 支援できたこと
①�誤嚥・窒息のリスクはありつつも本人の食べやす

いもの（飲みたいもの）を探れたこと
②多職種連携により継続して対応できたこと
■ 振り返り

食事摂取が不安定な方に対し「誤嚥しないこと」
だけにとらわれず，本人が「食べやすい・飲みやす
い」と感じるものを大切にしながら，多職種で柔軟
に対応を検討・実施できた．ST によるタイムリー
な嚥下評価・訓練や，医師・看護師の充実した配置
により，誤嚥や窒息といったリスクに対しても即応
可能な体制が整っていた．また，日常的に介護・看
護職が連携して生活支援に当たっていることで，よ
り安全な介助方法が現場に浸透し日常的に経口摂取
の機会を確保することができた．

こうした環境のもと，嗜好やモチベーションを尊
重した支援が可能となり，「飲みたい」という本人
の思いに寄り添いながら，リスク管理を行った上で
提供することができた．これは，医療と生活支援が
融合する介護医療院ならではの支援のあり方といえる．

結果的に看取りとなったが，最期まで「自分で食
べる」「自分で飲む」ことを支援できたことで，ご
本人らしい時間をつくることができた．

ケース②　「学校へ連れて行ってあげたい」
70 代男性
既往歴：脳梗塞後遺症（40 歳代）　ADL：全介助　
認知機能：CBA�13/30 点（最重度）
■ 入所時の状況

40代の時に発症した脳梗塞で教師を退職．奥様と
自宅生活をされてきたが限界を感じ60代の時に前身
施設である介護療養型病床へ入所．その後一旦転院
されるが，介護医療院に転換した後に再入所される．

意識は清明．構音障害あり発声はできず，OK サ

インや手を振るなどで YES/NO を表出．選択肢に
対し指差しでご自身の意思を表出は可能．ADL は
全介助，栄養方法は胃瘻からの経管栄養．終日ベッ
ド上で過ごし，リハビリの時および奥様来所時に離床．
■ 経過

入所から６年，時折体調は崩すが転院することな
く入所生活を継続．奥様は毎週面会に来るなどまめ
な対応をされていた．その中で，「今のうちにでき
ることはしてあげたい」とのことから教師をしてい
た時の学校（小・中）への外出を希望される．

当初はリスク面を考慮し「難しいのでは」との意
見もあったが，多職種で検討し実現に向けた支援を
考えていくことになった．訪問先である学校は快く
応じて頂けたが，課題として外出に耐えられるだけ
の体力がまだないこと，姿勢不良があり移動中に姿

写真３　外出写真①（※写真はご本人の了承を得て掲載）

写真４　�外出写真②（※写真はご本人の了承を得
て掲載）
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勢が崩れた際に奥様で修正できるのかなど，一つ一
つ解決を図る必要性を確認．具体的な内容として，
週に１回は病棟で，2 回はリハビリで離床機会を設
けて病棟と協働して体力作りを進める．同時に外出
計画も具体化し，初回はもしもの時を考えて吸引器
付きの介護タクシーを利用．姿勢修正方法や吸引手
順などの手技も奥様に指導し外出を実施．短い時間
ではあったが特に問題なく学校を回ることができ安
全に外出をすることができた．
■ 支援できたこと
①�外出希望を受け，カンファレンスを複数回実施し，

リスクをふまえた段階的な支援計画を立案
②�良い姿勢で過ごせるようにポジショニング表を作成

し，病棟全体で連携して週３回の離床時間を設定
③�他の方にも応用できるように外出支援の手順書を

作成
■ 振り返り

当施設は経管栄養で寝たきりの方，医学的管理を
必要とする方が多く入所する施設であり，これまで
外出や離床に対して「何かあったらどうするのか」

「誰が付き添うのか」といった不安の声が多く，実
際に動き出すことは困難だった．しかし介護医療院
＝施設という “ 生活の場 ” としての意識が根づき始
めたことで，「動ける今のうちに希望を叶えたい」「本
当に難しいのか」と考える空気が生まれ，今回のよ
うな外出支援が実現した．

奥様からの外出希望をきっかけに，病棟・リハビ
リ・多職種が連携し，離床支援を日常的に行える体

制を整えることができた．リハビリでは継続的に離
床時間を確保していたこともあり，それが外出の土
台となった．心配された吸痰も必要なく，安全に外
出を終えることができた．

３．課題と展望

先に示したケースのように，「本人の意向を第一
に考えるべき」とする本人の希望に寄り添う支援が
定着しつつある一方で，「安全を最優先するべき」
という意見もあり，職員の考え方には幅がある．「安
全と希望の両立」，リスク管理と希望の尊重のバラ
ンスをいかに取るかについては，今後も継続的な議
論が必要である．

また，「食べること＝ ST にすべて任せる」「看取
り＝看護職が中心」といった特定職種への依存的な
考え方ではなく，多職種がそれぞれの専門性を生か
し，日常的なケアに反映させるチームアプローチを
より一層強化していくことが不可欠である．

しかしながら，これまでは難しいとされてきた支
援が，介護医療院という枠組みの中で「できるこ
と」へと変わってきている実感がある．今後は家族か
らの希望を待つだけでなく，職員側からも“生活を豊か
にする支援”として，外出や活動の提案を積極的に行え
るような体制づくりが求められる．今後も職員間の対
話を重ね，利用者や家族と真摯に向き合う姿勢を大
切にしながら，リスクを恐れるだけでなく希望の可能
性を探る温かい介護医療院を目指していきたい．

図２　外出支援の手順書

外出支援の流れ

目標　安全・安楽に外出支援を遂行できるようにする

項目 内容 注意点

外
出
前

1 外出目的を確認 本人・家族から聴取
2 担当者カンファレンス 各職種の視点で課題と解決策を検討
3 企画書の作成 5W1Hがわかるように記入 出発ー帰設までの時間は余裕を持って確保 

費用が発生する場合は相談 
急変時の対応を確認 
企画書は担当間で確認し合う

4 日程調整 タクシーの手配 
必要物品の確認

5 外出届けの作成
外
出
当
日

6 バイタルチェック 受けもと看護師に確認
7 外出 介護士が家族と付き添い外出同行
8 報告書作成
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１．経緯

患者サイドの強い要望により令和４年５月 20 日
経腸栄養分野切替え通知は破棄され，平成 12 年８
月 31 日の誤接続防止目的で策定された 888 通知
の旧規格の併用が認められ，胃内の減圧や胃内容の
確認，前吸引が可能になりミキサー食や半固形注入
が必要な病態や脱着時の捻じり動作が必要な患者さ
んには大きな福音となった．

現状における「新規格・旧規格の適正使用」をテー
マに，胃瘻（PEG）管理における経腸栄養コネクタ
の規格選択とその臨床的影響について解説する．

２．胃瘻とは

胃瘻の特徴として「太く短く確実に胃内に栄養や
薬剤を注入でき，必要時には内容物を排出できるこ
と」が基本とされる．半固形栄養剤を短時間で注入
する「半固形短時間摂取法」は，逆流防止や液体栄
養剤症候群の回避に有効であり，そのためには粘度

（２万 mPa・s 以上），量（400 ～ 600ml），注入時
間（５～ 15 分）が重要とされる．しかし，新規格
コネクタは半固形やミキサー食の注入が困難になる
ことやドレナージができないことが指摘される．

３．新規格 ISO80369-3とは？

2016 年企業の営利団体によりに策定されたが，
誤接続「misconnect」防止よりも「disconnect（外
れにくさ）」を重視した規格の１つであり，胃瘻用
に最適化されたものではない．一方，日本の 888
基準は 2000 年に誤接続事故防止を目的に導入され
た規格で，以後 24 年間にわたり誤接続事故報告が
ない．

４．�経腸栄養分野の小口径コネクタ製
品の切替え通知は破棄されたか？

３つの神話（国際化の遅れ，医療安全性，利便性）
に基づいて切替えの通知が行われたが，導入に際し
不都合な事実が判明した．

１）�国際化の遅れ�⇒�欧米では規格の１つとしての
導入であり旧規格も普通に使われており，日本
だけが旧規格の切替通知により入手が困難に
なっている．むしろ日本の 888 規格は安全性
が高く「Anti-IV コネクタ」として評価される．

２）�医療安全性�⇒�新規格の誤接続は導入直後から
報告され，誤接続を完全に防げないことは明白
である．気管切開カテーテル等と嵌合するため
致命的な誤注入のリスクがある．FDA も「誤
接続防止を担保しない」と警告している．加え
て，新規格はドレナージ（胃内容物吸引）が不
可能で，嘔吐時に誤嚥や死亡につながる例も報
告される．これに対し，旧規格 888 では事故
報告はない．

３）�利便性�⇒�新規格は接続部の内径が細いため，
注入時に大きな力を要し，特に握力の低い患者
や介護者では半固形栄養剤の注入が困難とな
る．臨床試験でも，握力 20kg 未満では注入困
難，30kg 以上でなければ問題なく注入できな
いとされる．また，ミキサー食では詰まりが生
じやすく，洗浄作業も煩雑化する．結果として，
患者が液体栄養に切り替えざるを得ず，「液体
栄養剤症候群」や TPN（中心静脈栄養）への
依存が増えるリスクがある．

ご存じですか？�経腸栄養分野の小口径コネクタ製品の
切替え通知は破棄されました！

胃瘻における新旧コネクタの選択の注意点について
医療法人社団和風会　千里リハビリテーション病院（大阪府箕面市）

副院長　合田文則
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５．�胃瘻における新旧コネクタの選択
は？

新規格の使用においては以下の点を医療者や利用
者に十分に周知する必要がある．
＜新規格のメリット＞
・外れにくい
＜新規格のデメリット＞
・誤接続を完全に防げない
・ドレナージは禁忌
・注入に強い力を要し，半固形食の使用が制限される
　つまり，患者の状態や環境に応じた選択が必要で
吸引頻回例，半固形食使用例，操作困難例では旧規
格の使用が推奨されている．

最後に，正しい知識の周知と適正使用が医療安全
の鍵であり，日本在宅医療連合学会は「賢い使いわ
けマニュアル」を公開している．厚労省も指摘して
いるように現状のコネクタは開発途上であるため，
今後，臨床現場における安全性や問題点を解決する
夢のあるコネクタの提言を期待したい．

【参考資料】
１）�新規格・旧規格経腸栄養製品の賢い使いわけマ

ニュアル：重症心身障害学会ホームページ，
http://www.js-smid.org/

２）�厚生労働省：経腸栄養分野の小口径コネクタ製
品の切替えに係る方針の一部見直し及び旧規格
に適合した経腸栄養分野の小口径コネクタ製品
を製造販売する場合の取扱いに関するQ＆Aに
ついて，PMDAホームページ，2023年10月10日，
https://www.pmda.go.jp/files/000264827.pdf

３）�厚生労働省：経腸栄養分野の小口径コネクタ製
品の切替えに係る方針の一部見直しについて，
PMDAホームページ，2022年5月20日，https://
www.pmda.go.jp/files/000246468.pdf

４）�厚生労働省：「医療事故を防止するための医療用
具に関する基準の制定等について（注射筒型手
動式医薬品注入器基準等）」（医薬発第888号），
PMDAホームページ，2000年8月31日，https://
www.pmda.go.jp/files/000145579.pdf
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【はじめに】

介護施設におけるレクリエーションは，利用者の
生活満足度に影響するとされ１），通所サービス等で
の積極的な提供が望まれる．一方で，実際にレクリ
エーションを実施する現場では，施設配置基準や勤
務形態による職員の不足，あるいは職員のレクリ
エーション知識の不足といった課題がある２）．積極
的なレクリエーションの提供が求められる反面，そ
の実施については現場のスタッフの力量に任されて
いる現状がある．以上のような課題を解決するため，
現場の負担感を抑えつつも，利用者の健康増進・生

活満足度を向上させるようなレクリエーションプロ
グラムの開発が望まれている．

当院臨床心理室では，院内併設の通所リハビリ
テーション（以下，通所リハ）における集団レクリ
エーションを平成 28 年度より継続して実施してき
た．令和４年度からは同じ IMSグループ東北ブロッ
ク内の複数の老健施設における通所リハと協働し，
より専門性を高めたレクリエーション（以下，心理
プログラム）を提供してきた．このプログラムにつ
いて，参加者からは肯定的な感想をもらうことが多
いが，可視化された量的指標等を用いて効果を検討
したことはなかった．そこで本研究では，心理プロ

【和文抄録】
本研究は，４か所の通所リハビリテーション（以下，通所リハ）にて，公認心理師による専門的なレ

クリエーション活動（以下，心理プログラム）を提供し，通所リハ利用者にどのような効果をもたらす
のかを明らかにすることを目的として実施した．研究Ⅰは，参加者の心理状態に焦点を当て，心理プロ
グラムの前後で参加者の気分状態にどのような変化があるのかを検証した．研究Ⅱは，参加者の通所リ
ハ利用行動に焦点を当て，心理プログラム実施日とそれ以外の日との追加利用者数を比較した．結果，
研究Ⅰでは心理プログラム参加後に「楽しい」「穏やか」な気分の利用者が増えており，心理プログラ
ムによる気分面への効果が明らかとなった．研究Ⅱでは，全体では有意差は認めなかったが，一部施設
において心理プログラム実施日に追加利用者が有意に増加した．公認心理師も地域介護サービスの支援
の輪に加わり，更なる多職種協働を実現していくべきと考えられる．

【Key�words】
　通所リハビリテーション，公認心理師，レクリエーション，心理状態，追加利用者

通所リハビリテーション利用者における公認心理師による
「心理プログラム」の効果

IMS グループ　医療法人財団明理会

１）西仙台病院（宮城県仙台市）

２）介護老人保健施設　仙台青葉ロイヤルケアセンター（宮城県仙台市）

３）介護老人保健施設　丸森ロイヤルケアセンター（宮城県伊具郡丸森町）

４）介護老人保健施設　仙台ロイヤルケアセンター（宮城県仙台市）

臨床心理室 臨床心理士 渡辺正美１），後藤貴浩１），堀越歩１），阿部祐也１）
通所リハビリテーション 介護士 佐藤梓１）

通所リハビリテーション 介護士 堀込順子２）
通所リハビリテーション 介護士 平井貴文３）

相談室 相談員 宗像紗紀子４）
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グラムが通所リハ利用者にどのよ
うな効果をもたらすのかを明らか
にすることを目的に，２つの研究
を行った．まず研究Ⅰとして，参
加者の心理状態に焦点を当て，心
理プログラムの前後で参加者の気
分状態にどのような変化があるの
かを検証した．研究Ⅱでは，活動
意欲等の行動的側面に焦点を当
て，その指標として「追加利用者
数（契約された予定日とは別に，
追加で利用となった参加者の人
数）」を用い，心理プログラム実
施日とそれ以外の日の追加利用者
数を比較し，効果を検証した．

【心理プログラムの内容】

当院臨床心理室所属の公認心理
師を毎月１回，60 分程度，各施
設の通所リハに派遣し，心理プロ
グラムを提供している．派遣され
る職員は１名ないし２名で，派遣
先の通所リハ職員と協働してプロ
グラムを実施している．

内容は２種に大別され，主に気
分やストレスといった気分状態を
扱う「こころの教室」，そして主
に認知機能低下予防のための活動
を行う「あたまの教室」を月ごと
に交互に実施している（図１）．「こころの教室」では，
認知症患者の不安３）や高齢者のうつ４）に有効性が
示されている呼吸法や漸進的筋弛緩法といったリラ
クセーション技法を練習してもらった．プログラム
内では同技法を「ゆるふわ体操」と呼称し，平易な
言葉で説明した上で，職員と共に演習するという内
容だった．その他，ストレスの心理学的機序（スト
レッサーとストレス反応の違い，高齢者に多いスト
レス反応など）を学ぶ座学や昔の写真を使ったクイ
ズ形式の回想法等を行っている．また「あたまの教
室」では，答えが数字になっているクイズに答えて

もらい，ビンゴを目指す「クイズでビンゴ」といっ
たものや，コロナ禍で外出できなかった分，クイズ
の中で楽しんでもらえるよう「日本一周脳トレの旅」
と題して，日本各地の難読地名や県名なぞなぞを観
光地の画像と共に行う等，工夫した脳トレプログラ
ムを行っている．いずれの教室でも認知機能の活性
化において重要な，快刺激（楽しく笑顔になるよう
に），コミュニケーション（職員とのやりとりを通
したプログラム），誤りなし学習（低難易度のクイズ）
といった点を意識して実施している５）．

内容教室月

ゆるふわ体操～呼吸編こころ4月

クイズでビンゴあたま5月

ゆるふわ体操～筋肉編こころ6月

脳のトレーニングあたま7月

ストレス対処法こころ8月

日本一周脳トレの旅あたま9月

懐かしい思い出こころ10月

世界一周クイズあたま11月

ストレスに気づくこころ12月

探す力を鍛えようあたま1月

懐かしい思い出に触れようこころ2月

前頭葉を鍛えようあたま3月

↑気分評価で使用したスライド

広報用のチラシ →

「こころの教室」のスライド例

「あたまの教室」のスライド例

図１　心理プログラムの概要
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＜研究Ⅰ＞

【目的】

心理プログラムによって参加者の気分状態が変化
するかを検証する．

【対象】

心理プログラムを提供している施設Ａ，Ｂ，Ｃ，
Ｄの通所リハ利用者において，心理プログラムに参
加した延べ 1397 名を対象とした．

【方法】

研究期間は，令和５年４月から令和６年３月まで
の約１年間だった．

参加者の気分状態を評価する方法として，各種心理
検査の実施等も検討されたが，参加者への負担等を
考慮し，挙手による聴取を行った．具体的には，各心
理プログラムの実施前（以下，Pre）と実施後（以下，
Post）に「楽しい」・「元気」・「穏やか」という３つの
気分状態について尋ね，当てはまる気分状態に挙手を
求めた（複数回答可）（図１）．心理プログラムの実施
者は，挙手人数及びプログラムへの参加人数を記録し
た．尚，人口統計的属性情報は聴取していない．

集計された挙手人数について，気分状態ごとの
Pre と Post の差についてχ２検定を用いて分析した．
また心理プログラム全体の Pre-Post の差だけでな

く，プログラム内の２種の教室（こころ・あたま）
それぞれの Pre-Post の気分状態の差も分析した．
分析には，Excel を使用した．

研究の実施に当たり，紙面を用いてデータの研究
利用に関する告知を行った．また西仙台病院倫理委
員会の審査を受け，承認を得ている．

【結果】

Pre の参加者数は延べ 571 名，Post の参加者数
は延べ 826 名であった．入浴やリハビリテーショ
ン等によってプログラム実施中も参加者は変動して
いた．また開始月の遅延等があり，施設ごとにプロ
グラムの実施回数が異なっていた（施設Ａ：12 回，
施設Ｂ：11 回，施設Ｃ：10 回，施設Ｄ：12 回）．

心理プログラム全体の気分状態ごとの挙手人数
及びその内訳では，「楽しい」・「穏やか」において
Post での人数が増加しており，有意な差がみられ
た．また，教室ごとの分析では，こころの教室にお
いて「楽しい」・「穏やか」の挙手人数が有意に増加
しており，あたまの教室において「楽しい」の挙手
人数が有意に増加していた（表１）．

【考察】

結果から，心理プログラムへの参加により即時的
な気分面の変化が生じること，ならびにその実施内
容により，もたらされる気分状態に違いが生じる可
能性があることが示唆された．

気分
状態 挙手人数 内訳 挙手人数 内訳

楽しい 162 28.37% 359 43.46% 32.89 **

全プログラム 元気 259 45.36% 361 43.70% 0.38

穏やか 236 41.33% 386 46.73% 3.99 *

楽しい 88 32.12% 186 67.88% 11.65 **

こころの教室 元気 138 40.59% 202 59.41% 0.05

穏やか 119 34.69% 224 65.31% 7.89 **

楽しい 74 29.96% 173 70.04% 22.56 **

あたまの教室 元気 121 43.21% 159 56.79% 0.47

穏やか 117 41.94% 162 58.06% 0.01

Note *; p ＜0.05, **; p ＜0.01

項目
Pre Post

χ2

表１　心理プログラム Pre-Post 間における気分状態の分析結果
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＜研究Ⅱ＞

【目的】

心理プログラムが参加者の参加行動等の活動意欲
に影響を与えるかを検証する．

【対象】

心理プログラムを提供している４施設Ａ，Ｂ，Ｃ，
Ｄの通所リハを対象とした．

【方法】

研究期間は，令和５年４月から令和６年３月まで
の約１年間だった．

手続きとしては，まず各施設より「心理プログラ
ムを実施した日」の追加利用者数を聴取した．続い
て，比較対象を設定するため，その心理プログラム
開催日と同月同曜日のうち，ランダムに決定された

「心理プログラム非実施の通所リハ稼動日」の追加
利用者数を聴取した．それぞれの人数は，心理プロ
グラムを実施した日の追加利用者（以下，実施群）
と比較のために設定された別日の利用者（以下，統
制群）にそれぞれ分けて１年間の合計人数が集計さ
れた．尚，集計は４施設全体および施設ごとに行わ
れた．

分析は，二群間の追加利用者数の
差について，一元配置分散分析（以
下，ANOVA）を用いて比較した．
また，人数のみの比較では偏った結
果になる可能性があるため（偶然人
数が多い日など外れ値の影響で，全
体の平均値が上がる等），プログラ
ム実施日（あるいは非実施の通所リ
ハ稼動日）１回ごとの追加利用の有
無を「追加利用なし；０」「追加利
用あり；１」の二値データとして集
計し，追加利用率（１年間の実施回
数のうち，「追加利用あり」が発生
する確率）を算出した．更にこれに
ついて，プログラムの実施×非実施

と追加利用のあり×なしのクロス集計表を作成し，
χ２検定を用いて比較した．この追加利用者数と追
加利用率の 2 種類の統計解析を 4 施設全体および
施設ごとに行った．ANOVA については，統計ソフ
ト R を用い，χ２検定については Excel を用いた．

研究の実施に当たり，紙面を用いてデータの研究
利用に関する告知を行った．また西仙台病院倫理委
員会の審査を受け，承認を得ている．

【結果】

４施設全体の結果では，追加利用者数が実施群
10 人（１回平均 0.22 ± 0.47 人）に対し，統制群
が６人（１回平均 0.13 ± 0.40 人）であり有意差
はみられなかった（F=0.92，p=0.34）．追加利用率
が実施群 20.00%（45 回のうち９回）に対し，統
制群が 11.11％（45 回のうち５回）であり同じく
有意差はみられなかった（χ２=1.35，p>0.10）．

施設ごとの追加利用者，追加利用率は，両変数と
もに施設Ｃのみに有意差を認め，追加利用者数が実
施群６人（１回平均 0.60 ± 0.52 人）に対し，統
制群１人（１回平均 0.10 ± 0.32 人）と有意に多
く（F=6.82，p=0.02）（図２），また追加利用率が
実施群 60.00%（10 回のうち６回）に対し，統制
群が 10.00％（10 回のうち１回）と有意に高かっ
た（χ２=5.49，p<0.05）（表２）．

Note *; p＜0.05

*

図２　1回平均の追加利用者数の比較
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【考察】

結果より，全体での有意な効果は認められず，参
加者の意欲や活動性への明らかな影響は認められな
かった．一方で，施設Ｃにおいては心理プログラム
実施日に利用者数および利用率の増加が認められ
た．施設Ｃのみに差が生まれた要因として，施設Ｃ
の個別性の要因が考えられる．つまり地域性（地方
都市Ｅの郊外に立地）やそれに伴う参加者特性（都
市部在住で比較的教育水準が高く，経済的にも安定
している），施設文化・風土（施設内通貨等の独自
の取り組み等）といったことである．これらより，
利用者に新奇的イベントを希求する傾向が高かった
ことや，「心理」などの言葉にある程度親和性があっ
た可能性が考えられる．

【総合考察】

研究Ⅰは，心理プログラムが参加者の気分状態に
与える影響について検証した．結果，「楽しい」あ
るいは「穏やか」といった気分になること，特に脳
トレ等によって「楽しい」気分に，リラクセーショ
ン等によって「穏やか」な気分になることが示され
た．つまり，心理プログラムは，活き活きとした活
性化の効果や気持ちが穏やかになるような鎮静の効
果をもたらす可能性があることが示唆された．高齢
者のレクリエーション活動にとって，「楽しい」と
いう感情を引き出すことが極めて重要であり６），本
プログラムの有効性が支持されたと言える．一方，
これはあくまで即時的効果であり，その効果の持続
性については不明である．また，調査された指標は，

参加者の主観データのみであり，信頼性は決して高
くはない．今後は，生理指標（血圧や心拍数等）や
施設職員へのアンケート調査等，多面的な指標を用
いた効果の検証が求められる．

研究Ⅱは，心理プログラムが参加者の行動に与え
る影響について検証した．結果，明らかな影響は認
められなかったものの，一部施設では参加者の参加
行動を促進する可能性が示唆された．今回使用した
追加利用という指標は，介護度，家族や経済状況，
施設の立地や交通の利便性等，極めて多くの交絡要
因があるため，この結果が一概に心理プログラムの
みの結果とは言い難い．但し，ランダムサンプルと
の比較結果として有意差が出ている以上，心理プロ
グラムが参加者の参加行動に何らかの影響を与えて
いる可能性は否定できない．追加利用率を向上させ
るという点で言えば，施設経営の視点から見ても，
心理プログラムは有益であると言い得る．

両研究に共通の限界点についてだが，まず対象と
なった通所リハ利用者の人口統計的属性情報が極端
に不足しており，一般化可能性に懸念がある．通所
リハ利用者という点で，年齢層は類推できるが，既
往歴，特に認知症の有無は，気分状態に大きく影響
する要因でもあるため，情報不足が否めない．また
介入回数や介入期間の短さも統計結果の信頼性に影
響する懸念点である．特に施設ごとの分析では，最
低標本数が10と寡少であり，今後介入の蓄積をもっ
て信頼性の高い解析結果を提示できるよう努める必
要がある．

今回の２つの検証を通して得た，心理プログラム
の今後の課題として，実施回数の少なさが挙げられ

実施回数
追加利用者が

いた回数
追加利用率 実施回数

追加利用者が
いた回数

追加利用率

施設A 12 4 33.33% 12 1 8.33% 2.27

施設B 11 0 0.00% 11 1 9.09% 1.05

施設C 10 1 10.00% 10 6 60.00% 5.49 *

施設D 12 0 0.00% 12 1 8.33% 1.04

全体 45 5 11.11% 45 9 20.00% 1.35

Note *; p＜0.05

実施群統制群
施設 χ2

表２　心理プログラム実施群と統制群の追加利用率の比較
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る．現在の心理プログラムは派遣の回数や人数に限
りがあり，公認心理師１名が月に１回実施している．
しかし派遣先の施設からは，実施回数を増やす希望
も聞かれている．今後は，単純な派遣回数の増加と
いうことだけでなく，派遣先職員と積極的に連携し，
各施設単独でも同プログラムを実施できるようにな
ること，あるいは単独実施が可能なプログラムに改
変していくこと等の発展・工夫が考えられる．地域
在住の高齢者により良い介護サービスを提供するた
め，公認心理師もその支援の輪の中に加わり７），更
なる多職種協働を実現していくことが求められてい
る．

【結語】

公認心理師が通所リハにおいて行う心理プログラ
ムについて，２つの研究から心理状態への効果と施
設の追加利用への影響を明らかにした．今後更に多
面的な側面から心理プログラムの効果を検証し，よ
り良い地域介護サービスに寄与するようなプログラ
ムの実施に繋げてゆきたい．

COI 開示：本論文に関して，全著者に開示すべき
COI 状態はない．

　本論文は，第 32 回日本慢性期医療学会（第 12
回慢性期リハビリテーション学会と共催）にて発表
した２演題について，修正・加筆した上で投稿した
ものである．
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当会は７月 24 日の定例記者会見で，「慢性期医
療と ICT・DX�～寝たきりゼロへの有効活用～」と
題して見解を示した．橋本康子会長は，ICT および
DX の導入が慢性期医療の質的向上や業務効率化に
資するものであると評価した上で，医療・介護現場
の人員不足を直接的に解決する「魔法の杖」ではな
い点を強調．ICT 導入後の継続的な運用費用（ラン
ニングコスト）への支援の必要性を訴えたほか，医
療と介護の情報連携の現状や，マイナ保険証の運用
上の課題にも言及した．
会見で橋本会長は，慢性期医療における ICT・

DX の本質的な目的は「寝たきりゼロ」の実現にあ
るとした上で，「ICT の導入により，医療・介護スタッ
フが本来の業務に専念できる環境を整備し，業務の
質と効率を高めることができる．その結果，重度の
要介護状態に至る前の早期介入が可能となり，寝た
きり高齢者の減少や社会保障費の抑制といった副次
的効果も見込まれる」との考えを示した．
一方で，橋本会長は「ICT を導入すれば人員を削

減できる」といった期待に対しては懐疑的な見方を
示した．「センサーマットや業務支援アプリケーショ
ンなどの ICT ツールによって業務は軽減されるが，
それによって必要人員が減るわけではない」とし，
むしろその効果を最大化するためには，「現場の人
手を確保し，各専門職が本来の業務に注力できる体
制が必要である」と強調した．

■�継続的な財政支援の必要性

橋本会長はまた，マイナ保険証をはじめとする診
療情報連携の現状と課題にも言及．「マイナ保険証
は過去５年間の詳細な診療記録を PDF 形式で閲覧
可能とするが，その情報は未整理のまま大量に出力
されるため，患者が現在，服用している薬剤など必
要な情報を抽出するために相当の労力を要する」と
現状を説明した．また，情報の反映にタイムラグが
生じることや，情報提供に患者の同意が必要である
などの課題を挙げた．
診療情報の共有に関しては，整備が進められてい

2025年７月の記者会見

慢性期医療とICT・DX　～寝たきりゼロへの有効活用～

介護医療院における受け入れ調査結果を公表
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る電子カルテ情報共有サービスへの期待を示す一方
で，「対応できるのは医療機関間の連携に限られ，
医療から介護への情報連携は依然として実現してい
ない」と指摘．例えば，急性期病院から回復期リハ
ビリ病棟へ転院した患者について，「それ以前にど
のような介護サービスを受けていたのか，本人や家
族からの申告に頼らざるを得ない」とし，医療・介
護の情報の円滑な連携には課題が残るとした．
こうした現状を踏まえ，橋本会長は ICT 導入に関

する制度的な支援について説明．現在，厚生労働省
が推進する補助事業について，「あくまでも初期投
資に対する支援であり，導入後の保守費用，システ
ム更新費，月額利用料などのランニングコストは施
設側の大きな負担」とし，「今後は導入後の運用を
支える継続的な財政支援の必要性がある」との考え
を示した．

■�ICT・DXの推進で 40％の削減も

質疑では，情報共有に関する現状の課題や ICT 導
入の費用対効果などについて，質問が寄せられた．
記者は，FAX による情報共有が現在も多く用いら
れているとの説明を踏まえ，「そうした間接的業務
が業務全体の中で，どの程度の時間を占めているの
か．ICT 導入によって費用対効果が得られるのか」
と質問した．
これに対し，橋本会長は，FAX データの取り扱い

などは事務的業務の一部に過ぎず，全体の業務のう
ち約 40％が記録や情報伝達，申し送り，医師への
報告などの事務的作業で占められていると回答．看
護師業務における具体的な例を挙げ，「８時間勤務
のうち約３時間半が事務的業務に費やされている」
と説明した．
また，ICT の活用によって，こうした業務の所要

時間を短縮できる可能性についても言及．橋本会長
は「PHS やインカムの導入，スマートフォンによ
る情報入力で即時に反映させることで情報共有が効
率化され，業務時間の短縮が可能になる．３時間半
かかっていた業務が２時間程度になることもある」
と期待を込めた．一方，「現時点では，患者との情
報のやり取りに必要な時間が多くを占めているとい

うわけではない」との認識も示した．

■�要介護度と実際の状態にギャップ

この日の会見には，当会の会内組織である日本介
護医療院協会の鈴木龍太会長，猿原大和副会長が出
席．本年４月に実施した「介護医療院における急性
期病院からの受け入れに関する調査」の結果を報告
した．
今回の調査目的について鈴木会長は「近年，急性

期病院から介護医療院に入所する際，要介護度が比
較的低いとされる状態で認定されたにもかかわら
ず，実際には末期がんや状態の悪化など，より重度
のケアが必要な入所者が増加している」と現状を伝
えた上で，「要介護認定の変更が間に合わずに亡く
なっている．そうした実態を把握するため，今回の
調査を実施した」と説明した．
続いて，調査結果を報告した猿原副会長は，313

施設へのアンケート送付に対して 62 施設から回答
を得たことや，全国の介護医療院における療養病床
のうち約９割がⅠ型であることを紹介．Ⅰ型介護医
療院では医師の宿直が義務付けられており，そのた
めⅡ型と比較して医療ニーズが高いことや，看取り
に関しても実績の高い介護医療院であることを説明
した．

■�介護医療院が果たす役割が現場に浸透

調査によると，急性期病院から介護医療院に新
規入所した事例のうち，要介護４・５の入所者が
64.7％と最多を占める一方で，要支援・要介護２
以下の入所者も 18.5％存在し，そのうち 65.4％が
実際の状態と認定にギャップがあると施設側が感じ
ていたという結果を報告．こうした認定と実態の
ギャップがある入所者のうち，入所から 30 日以内
に死亡したケースが 21.7％に上った．
しかし，要介護度と実態との間にギャップがあっ

たことを理由に入所を断ったことがあると回答した
施設はゼロだった．猿原副会長は「要介護度が低い
からといって入所を拒否するような介護医療院は皆
無であったという点は，極めて誇るべき成果．介護
医療院が果たすべき役割が現場において着実に浸透
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し，現場の皆さまが非常に努力している結果である
と感じている」と評価した．
質疑では，要介護度と実態とのギャップに伴う施

設側の経済的負担について質問があった．猿原副
会長は「要介護１と４では１日あたり約 4,500 円，
月額で約 13 万円の報酬差が生じる」と説明した上
で，「施設側は低い要介護度の認定がなされた入所
者に対しても，実態に即した重度介護を提供してい
る」と施設側の負担の大きさを指摘．鈴木会長は「介
護医療院で実施される医療行為が包括的に評価され
ている現行制度の下では，医療行為が増えれば増え
るほど施設側の負担が増す」と構造的な課題を挙げ
た．

■��介護医療院で最期を迎えるケースが
増加

このほか，急性期病院から介護医療院への入所者
について「がん末期以外のイメージがわかないので，
具体例があれば教えてほしい」との質問があった．
猿原副会長は，高齢化の進行に伴い 90 歳を超え

る入所者が増加している現状を説明．「近年，在宅
医療の体制整備や介護保険制度の充実に伴い，自宅
での療養を長期にわたって継続できるケースが増加

している．しかし，こうした患者の多くは複数の疾
患を抱え，全身状態も不安定であることから，急変
時には救急搬送され，そのまま終末期に移行する例
が少なくない．急性期病院では入院期間が限られて
いるため，退院後の行き先として介護医療院が選択
されることが多い．医療と介護の連携体制は年々整
備されつつあり，スムーズな受け入れも可能となっ
てきている．しかし，その結果，かつては急性期病
院で看取りが行われていたような重篤な患者が，介
護医療院に転院後，比較的短期間で最期を迎える
ケースが増加している印象を受ける」との認識を示
した．
鈴木会長も「近年では特別養護老人ホームや介護

老人保健施設から急性期病院に搬送された患者が退
院後に元の施設で受け入れられない場合が少なくな
い」とした上で，「その結果として，医療ニーズの
ある人が介護医療院に集中する傾向があるのではな
いか」と述べ，介護医療院が「最後の砦」として支
える役割を果たしているとの見方を示した．
詳細はホームページに掲載しておりますのでご覧

ください．
http://manseiki.net/?p=11569
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当会は９月11日の定例記者会見で「診療報酬の物
価スライド制導入を�～インフレ時代の経済合理性あ
る制度改革～」と題して見解を示した．橋本康子会長
は「物価高，人件費高が進行するインフレ環境におい
ては，診療報酬改定がプラスマイナスゼロであっても，
実質的にはマイナスとなる」と経済実態とのミスマッ
チを指摘し，「医療提供体制を維持するため，物価に
応じた報酬調整，重点領域への投資，人材確保のた
めの処遇改善拡充などの整備が必要」と訴えた．
会見で橋本会長は安心・安全な医療提供体制の維

持を目的に掲げ，そのプロセスとして物価スライド
制の導入，重点領域への戦略投資，人材確保への処
遇改善拡充などを提案．その結果として医療の質の
確保，要介護者・寝たきりの減少につながるとした．
赤字病院が増加している現状について橋本会長

は「公定価格のため，物価高，人件費増を価格に
転嫁できない．物価高による消費税負担も増加す
る三重苦に直面している」と説明．1974 年ごろか
ら 1980 年にかけて実施された物価・賃金スライド
方式を挙げ，「過去にもスライド方式の実績はある」
とし，「経済指標に連動した報酬調整が必要」と強
調した．2022 年と 24 年の診療報酬改定率は消費
者物価伸び率に比して低い水準にとどまっている点
も指摘した．

■�経済合理性ある制度改革を

質疑では，物価スライド制の具体的な導入方法に
関する質問があった．橋本会長は入院基本料の引き
上げを例に挙げながら「具体的な制度設計は今後の
議論」とした．会見に同席した池端幸彦副会長は「１
点 10 円を 10.1 円するということではなく，全体
の物価上昇に合わせて診療報酬もスライドして上げ
てほしいという趣旨」と説明．「具体的にどのよう
なテクニックが使えるかは検討が必要だが，急激な
変化があった場合には中間年改定も辞さないという
方向性もある」との認識を示した．橋本会長は「２
年に１回か，毎年の見直しなのかは物価上昇の動向
などを踏まえて考える必要があるが，物価スライド
と合わせていただきたい」と述べた．
また，全国紙の記者から「病院経営の問題では，

急性期こそ厳しいという声を聞くが，慢性期医療な
らでの厳しさは何かあるか」との質問もあった．橋
本会長は「物価高の影響について医療用医薬品や医
療機器の購入，検査や給食等の外部委託費などにか
かる消費税負担分を価格転嫁できない点は急性期も
慢性期も同じだが，病院規模による違いはある」と
説明．池端副会長は「高額な医療機器にかかる経費
は急性期病院のほうが多いので控除対象外消費税の

2025年９月の記者会見

診療報酬の物価スライド制導入を提言

インフレ時代の経済合理性ある制度改革へ
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負担は大きいが，人件費率については，慢性期病院
のほうが急性期病院よりも高い」との認識を示し，

「慢性期も急性期と同じように苦しい状況にあるこ
とを理解していただきたい」と説明した．
その上で，池端副会長は病院団体が合同で発表し

た緊急要望に触れながら，「全ての病院が大変な思
いをしている．急性期・回復期・慢性期等の病院種
別にかかわらず，大変な危機的状況にある」と強調．

橋本会長も「診療報酬があるからとか介護報酬改定
があるからという提言ではなく，安心・安全な医療
提供体制の維持や寝たきりの減少に向けて考えて経
済合理性ある制度改革が必要だ」と訴えた．
詳細はホームページに掲載しておりますのでご覧

ください．
http://manseiki.net/?p=11747

『日慢協BLOG』とは
日本慢性期医療協会では、厚生労働省で開催されている中央社会保険医療協議会（中医協）、入院・外来医
療等の調査・評価分科会、介護保険部会、介護給付費分科会などの様々な審議会に、当協会役員が委員とし
て出席しております。
審議会での発言など日慢協からの提言は「日慢協BLOG」でチェック！！
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2025 年７月 14 日（月）ユニコムプラザさがみ
はら（相模原市南区）にて，当協会と株式会社大塚
製薬工場の共催により，第 18 回神奈川県慢性期医
療協会講演会が行われた．今回は，「慢性期病院に
おける直接（緊急）入院」という地域医療連携にお
ける重要な課題について，各施設の経験を共有する
場として議論が行われた．なお，当日は 90 名近く
の参加があり，盛況のうちに終えることができた．

開会の挨拶は，小松幹一郎副会長（小松会病院名
誉院長）が務め，一般演題では，３施設から直接入
院の実際と課題に関する報告が行われた．藤原秀臣
氏（平成横浜病院内科）は，地域包括医療病棟を活
用した直接入院の事例を紹介し，地域との連携の重
要性について述べた．また，伊勢正輝（鶴巻温泉病
院地域連携室）は，「顔の見える連携」をテーマに
高齢者医療への取り組みを説明した．さらに，小松
誠一郎氏（小松会病院院長）は，急性期病院からの

ミスマッチ退院や老人ホームの紹介事業などの事例
を踏まえて，高齢者と地域医療の多様なニーズに応
える療養型病院の重要性を提案した．

特別講演では，水上潤哉氏（医療法人社団はやぶ
さ理事長）が「命の出口，栄養を支える場所として�
～訪問診療医が頼りにしている療養型病院～」とい
う講演テーマで，訪問診療医からの視点により療養
型病院の役割について述べ，「在宅が限界＝早急な
入院を要する状態」であり、出来れば当日にでも入
院させたい状態であることや、病診連携の強化に向
けた地域共通の連携ツール活用などを提案いただい
た．

講演終了後の情報交歓会では，参加者同士が自由
に意見交換を行うことで，講演内容の理解を深める
と同時に，今後の連携の方向性を探る場となった．
地域医療の現状と未来について深い洞察を得る有意
義な時間となり，講演会は成功裏に幕を閉じた．

神奈川県慢性期医療協会

「第18回神奈川県慢性期医療協会�講演会」を開催
医療法人社団三喜会　理事長，鶴巻温泉病院　院長　鈴木龍太

（神奈川県慢性期医療協会　会長）

医療法人社団三喜会　鶴巻温泉病院　伊勢正輝（事務局）

写真１　集合写真 写真２　会場の様子
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令和７年８月１日（金），京都経済センターにお
いて，京都府慢性期医療協会の第 26 回通常総会お
よび特別講演会を開催した．総会では，2024 年度
の事業報告および決算，ならびに 2025 年度の事業
計画と予算について審議が行われ，すべての議案が
可決・成立した．

清水紘会長より，当協会が京都府・京都市の高齢
者施策に関わる各種審議会へ参画し，政策形成に積
極的に関与しているほか，認知症ケア加算や排尿自
立支援加算に関する施設基準該当研修をはじめ，介
護人材確保，生産性向上，法令遵守に資する研修の
実績が報告された．さらに，慢性期医療を取り巻く
環境の厳しさに言及し，持続可能な経営と地域医療
の質向上に向けた協会の取り組みに対する理解と支
援を呼びかけた．

総会に続く特別講演会は，満席となった会場の中，
清水会長が座長となり，「医療政策の動向�～新たな
地域医療と令和８年度診療報酬改定を踏まえて～」
と題し，日本医師会常任理事であり，日本慢性期医
療協会の常任理事でもある江澤和彦氏による特別講
演が行われた．

講演の冒頭では，2040 年に向けて 85 歳以上の
高齢者が急増する中，医療と介護の複合的ニーズに
対応する制度設計の重要性が強調された．2026 年
度には都道府県ごとに新たな地域医療構想が策定さ
れ，2027 年度から新構想が始動する予定となって
いる．

従来の地域医療構想が「入院医療中心」であった
ことに対し，今後は外来・在宅医療，介護との連携
を含む「地域医療提供体制全体」を対象とする必要
性を述べられた．人口規模や医療資源の偏在に応じ
て，構想区域の設定を柔軟に見直し，特に，人口
20 万人未満の過疎地域では，医療機関の維持や人
材確保が困難であるため，広域連携や医療機能の集
約が求められると指摘された．また，新たな構想で
は，医療機関が担う「治す医療」と「支える医療」
の役割分担を明確にし，医療機関機能報告制度を通
じて可視化が求められるとともに，従来の構想では
扱われてこなかった精神医療についても議論される
ことが述べられた．

講演の中盤では，誤嚥性肺炎の医療資源投入量は，
急性期病棟（特に急性期一般１）とそれ以外の病棟
では，大きな差がないため，昨年の同時報酬改定で

京都府慢性期医療協会

第26回通常総会・特別講演会を開催
京都府慢性期医療協会　会長　清水 紘

清水紘氏

江澤和彦氏
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は高齢者施設と在宅療養支援病院や地域包括ケア病
棟等との連携が図られたことを説明された．また，
入院基本料２～６の病棟と地域包括ケア病棟の機能
が重複している現状を踏まえ，今後の診療報酬改定
においては，両者の役割を整理し，より明確な機能
分化と評価体系の見直しが求められていくのではな
いかとの見解が示された．DPC 制度の複雑性係数
の適切な評価，内科的重症度の評価不足など，制度
上の課題が具体的に指摘された．また，地域包括ケ
ア病棟においては，在宅からの急患の受入れ，在宅
復帰までを一貫して支える体制の構築が求められて
いることが述べられた．

在宅医療については，訪問診療の提供量に地域差
が大きく，都市部では充実している一方，地方では
介護保険施設が代替機能を果たしているケースも多
く見られることが紹介された．また，神経難病や人
工呼吸器を必要とする高齢者住宅の増加に対して，
病院での入院対応が本来あるべき姿ではないかとい
う問題にも言及された．

医療・介護分野における人材不足は深刻であり，
特に介護職員は直近で３万人減少したというデータ
が示された．看護職員もピークアウトしており，賃
金引き上げと職種横断的な処遇改善が求められてい
る．事務職に関しても，他産業との賃金格差が大き
く，応募が集まらない状況が続いており，事務職員
の処遇改善も課題であることが述べられた．

質疑応答では，介護保険制度の課題への質問に対
し，有料老人ホーム等で主治医やケアマネジャーを
変更しないと入所できないという実態があることに
対し，「本人の意思でかかりつけ医やケアマネを選
ぶのが原則．長年の関係を断ち切るのは本来あって
はならない」と問題提起された．また，職業紹介業

者の高額手数料や契約の不透明さの是正を求める質
問に対しては，「職業選択の自由がある以上，業者
の存在を否定することはできないが，何らかの手立
てが必要」とし，日本医師会と四病院団体協議会で
近く検討会を立ち上げることを明らかにされた．

講演の締めくくりでは，「現場を知る医師が政策
形成に関与することの重要性」が改めて強調され，

「ぜひ国政に関わってほしい」との声も挙がった．
江澤氏は，「現場の声を政策に反映させるべく，今
後も積極的に活動していく」と力強く応じ，特別講
演会は盛会のうちに終了した．

制度の枠組みと現場の実態をつなぐ視点に基づい
た江澤氏のご講演は，参加者一同にとって大変示唆
に富むものであり，今後の医療政策の方向性を理解
する上で，貴重な指針となった．ご講演を通じて，
我々が地域に根差した医療提供体制をいかに持続可
能なものとして築いていくか，そのために何を準備
し，どのように連携していくべきかを改めて考える
機会となった．�

特別講演会風景
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第８回経営対策講座�～地上の輝く星を知る～
���（令和７年８月30・31日）

令和７年８月 30・31 日に，昨年度に続き「第８
回経営対策講座　～地上の輝く星を知る～」が開催
された．

激変する医療・介護制度の中で，中小・慢性期病
院が生き残り，選ばれ続けるための戦略とはどのよ
うなものか．今回は，全国の先進的９病院から，地
域包括ケア・病床再編・人材戦略・施設投資・急性
期との連携まで，リアルな経営実践が共有された．

当日は全国各地から 84 名の参加者が集い，最後
まで熱心に受講され，大変盛況のうちに終わった．

第20回看護師特定行為研修指導者講習会
���（令和７年９月６日）

令和７年９月６日に「第20 回看護師特定行為研修
指導者講習会」がオンライン研修として開催された．
当日は医師４名，看護師17名が参加された．

本講習会は厚生労働省の「看護師の特定行為研修
に係る実習等の指導者研修の開催の手引き」に基
づいた看護師特定行為研修に必要な指導法などに
関する講習会である．

指導者講習会の受講は，現在のところ指導者の必
須要件ではないが，将来的にはその受講が指導者と なる要件の一つになると思われる．

看護補助者のためのケア業務レベルアップ講座
���（令和７年９月17・18日）

令和７年９月 17・18 日に「看護補助者のための
ケア業務レベルアップ講座」がオンライン研修とし
て開催された．本研修は「看護補助体制充実加算」
の該当研修である．令和６年度診療報酬改定では本
加算に，直接患者に対し療養生活上の世話をする看
護補助者（介護職員）を一定数配置する評価が新設
されている．各講師からは，介護職員の方々が介護
専門職としてのキャリアを，今後さらに積み重ねて

いけるような内容でご講演いただいた．当日は 88
名が受講された．
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　■三役会■� 橋本康子（会長）・池端幸彦（副会長）・矢野諭（副会長）・
� 井川誠一郎（副会長）・中尾一久（副会長）・富家隆樹（常任理事・事務局長）
　□編集委員□� �田中志子（委員長・内田病院）・安藤正夫（副委員長・金上病院）・
� 中川翼（定山渓病院）・成川暢彦（桜ヶ丘病院）・志田知之（志田病院）
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齋藤淳（周南高原病院）・保岡正治（保岡クリニック論田病院）・木戸保秀（松山リハビリテーション病院）・�
市川徳和（永井病院）
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開講講座のご案内
看護師特定行為研修　※ 6 カ月の e ラーニングを含む
【第 15 期日程】2025 年 4 月 1 日～

第１０回医師のための排尿機能回復に向けた治療とケア講座
【日　　程】� 2025 年 10 月 4 日
【場　　所】� 東京研修センター

特定行為研修修了者のためのフォローアップ講習会
【日　　程】� 2025 年 10 月 25 日
【場　　所】� オンライン研修

第１３回看護師のための認知症ケア講座
【日　　程】� 2025 年 10 月 30・31 日
【開催方法】� オンライン研修

第１１回総合診療医認定講座
【日　　程】� 2025 年 11 月 29・30 日，12 月 20・21 日，2026 年 1 月 24・25 日
【開催方法】� PART Ⅰ・Ⅲ　オンライン研修，PART Ⅱ　会場集合研修

第３３回日本慢性期医療学会
【テ�ー�マ】慢性期医療の匠になろう！：坂の上をめざして
【日　　程】� 2025 年 11 月 6・7 日
【場　　所】� 大阪国際会議場
【学�会�長】� 西尾俊治（南高井病院　院長）
【併　　催】・第 13 回慢性期リハビリテーション学会
　　　　　�・日本介護医療院協会セミナー
　　　　　�・地域病病連携推進機構シンポジウム

各研修会の詳細情報は https://jamcf.jp/symposium.htmlからご確認ください．

編集者からのメッセージ
本号の特集では「慢性期医療のリスクマネジメントと今後の方向性」という共通のテーマにつ

いて，ICT，医療･介護ケア，認知症，人材教育とハラスメント，感染症，薬剤等の項目毎に大変示
唆に富んだ内容が論じられており，多くの会員の参考になるものと確信している．さていよいよこ
の年末には，R8診療報酬改定率が決定される．昨今の病院経営の危機的状況に少しでも明るい
兆しを感じられるものであることを，切に願うばかりである．
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ポールボキューズ東店　リヨン　フランス
リヨンの街にはポールボキューズの店が 4 店ある．東
店のお皿．店の壁には世界中を走る列車が動いてい
る．

第 161 号表紙絵
ギニョール人形劇場　リヨン　フランス
子供たちに大人気の劇場．ギニョールは英雄．劇場
のスタッフは徳島の人形浄瑠璃を勉強している．

南高井病院　院長　西尾俊治

論壇

美原記念病院　院長　美原盤 1

特集   慢性期医療のリスクマネジメントと 
今後の方向性

　高齢者医療・ケアにおけるリスクマネジメント総論　高齢者医療・ケアにおけるリスクマネジメント総論
　― 尊厳と安全を両立するための実践指針 ―　― 尊厳と安全を両立するための実践指針 ―

　内田病院　理事長　田中志子 2

　認知症に対するリスクマネジメント　～現場の認知症症例から～　認知症に対するリスクマネジメント　～現場の認知症症例から～

　富家病院　看護部長　井口朋子 7

　慢性期医療における感染症のリスクマネジメントと今後の方向性　慢性期医療における感染症のリスクマネジメントと今後の方向性

　千里リハビリテーション病院　理事長　橋本康子 13

　芳珠記念病院における薬剤のリスクマネジメントと今後の方向性　芳珠記念病院における薬剤のリスクマネジメントと今後の方向性

　芳珠記念病院　理事長　仲井培雄，ほか 17

　介護現場でのリスクに備えるスタッフ教育　介護現場でのリスクに備えるスタッフ教育

　富家病院　理事長　富家隆樹 22

　慢性期医療における ICT 活用と効率化　慢性期医療における ICT 活用と効率化

　大久野病院　理事長　進藤晃 27

日慢協リレーインタビュー

介護医療院湖東病院　理事長　猿原大和 31

会員病院の取り組み

立川中央病院　病棟看護師　堀田真紀，ほか 42

介護医療院名南ふれあい病院　言語聴覚士　田宮浩司 47

慢性期医療 TIPS

千里リハビリテーション病院　副院長　合田文則 51

投稿論文

西仙台病院　臨床心理士　渡辺正美，ほか 53

日慢協 Topics

記者会見報告，都道府県の活動，ほか 59

これからの慢性期医療には、地域に密着し、高度急性期医療以外のあらゆる

疾病を持つ患者にケアも含めた医療を提供していくことが求められております。

時代とともにその役割はますます拡大していくでしょう。

慢性期ドットコムは「慢性期医療とは？」を知ることができるオウンドメディアです。

このメディアでは、学術面、実践面、ＩＣＴ活用など、様々な角度から

第一線で活躍する方々が慢性期医療にアプローチいたします。

日慢協ブログでは、日本慢性期医療協会が行っている記者会見や厚生労働省の

審議会などで提言している「これからの慢性期医療」を発信しております。

総合診療医認定講座、看護師特定行為研修、経営対策講座、リスクマネジメント研修、
他オンライン研修多数開催中

研修会

運営組織 慢性期リハビリテーション協会、日本介護医療院協会、地域病病連携推進機構

学会 第33回日本慢性期医療学会

会場

日程

テーマ 慢性期医療の匠になろう！ ： 坂の上をめざして

2025年11月6・7日（木・金）

大阪国際会議場

慢性期医療の

「いま」を伝える

医療メディア

https://manseiki.com/

日慢協を知る
メディア

http://manseiki.net/

併催

日本介護医療院協会セミナー
地域病病連携推進機構シンポジウム

第13回慢性期リハビリテーション学会
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慢性期医療のリスクマネジメントと
今後の方向性

［特集］


